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東京、昭62不83・104、昭63不６、平２不23・24、平４不11・12、平6.11.1 

 

命 令 書 

 

 申立人  Ｘ１ 

 同  Ｘ２ 

  同  Ｘ３ 

  同  Ｘ４ 

  同  Ｘ５ 

  同  Ｘ６ 

  同  Ｘ７ 

  同  Ｘ８ 

  同  Ｘ９ 

  同  Ｘ10 

  同  Ｘ11 

 

 被申立人 石川島播磨重工業株式会社 

 

主  文 

１ 被申立人石川島播磨重工業株式会社は、申立人Ｘ１、同Ｘ２、同Ｘ３、同

Ｘ４および同Ｘ５に対し、昭和62年９月７日付就業禁止処分および同月14日

付懲戒解雇処分がなかったものとして取り扱い、解雇の翌日以降、同人らが

受けるはずであった賃金相当額に、年５分の割合による金額を加算して支払

わなければならない。 

２ 被申立人会社は、本命令書受領の日から１週間以内に、55センチメートル

×80センチメートル（新聞紙２頁大）の大きさの白紙に下記の内容を楷書で

明瞭に墨書して、本社および東京都に所在する各工場、事務所の従業員の見

やすい場所に10日間掲示しなければならない。 

記 

平成 年 月 日 

殿 

石川島播磨重工業株式会社 

代表取締役 Ｂ１ 

  当社が貴殿らを、昭和62年９月７日付で就業禁止処分に、同月14日付で懲

戒解雇処分に付したことは不当労働行為であると東京都地方労働委員会にお

いて認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。 

 （注：あて名は、申立人Ｘ１、同Ｘ２、同Ｘ３、同Ｘ４および同Ｘ５を、年

月日は掲示の日を記載すること。） 

３ 被申立人会社は、第１項および第２項を履行したときは、すみやかに当委

員会に文書で報告しなければならない。 
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４ その余の申立てを棄却する。 

 

理  由 

第１ 認定した事実 

１ 当事者等 

(1) 被申立人石川島播磨重工業株式会社（以下「会社」という。）は、肩書

地に本社を置き、東京には東京第一工場、同第二工場、田無工場、瑞穂

工場、横浜には横浜第一工場、同第二工場、同第三工場、同修理船工場

を有するほか、関西地区には愛知工場、相生工場、呉第一工場、同第二

工場、新宮工場を有し、さらに、東京都江東区には豊洲総合事務所およ

び江東事務所を有し、船舶・艦艇、ボイラー、タービン、原子力機器、

発電機器、貯蔵プラント・タンク、風水力機械、運搬機械、物流機器、

化学機械その他産業機械、橋梁、水門その他の鉄構造物、航空機用ジェ

ットエンジン、宇宙開発機器などの製作・据付・修理およびそれらに係

るコンサルティング、エンジニアリングを主たる事業目的とする株式会

社である。現在、会社の従業員は約16,780名である。 

  機械鉄構事業本部東京第二工場製造部は、コンプレッサー、ブロアー、

ファン、冷凍機等の風水力機械や歯車装置の製造部門であり、昭和52年10

月１日現在の機械事業本部タービン風水力事業部回転機械製造部の後身

であり、後記62年４月１日付の組織改正によって組立課（この組立課製

缶溶接グループを以下「Ｆ工場」という。）、機械課および工作技術グル

ープを下部組織とする東京第二工場製造部（以下、62年４月１日以降に

は東京第二工場製造部といい、同日前には東京第二工場回転機製造部と

いうことがある。）となった。 

  機械鉄構事業本部運搬機械事業部運搬機械生産部（以下「運産部」と

いう。）は、コンテナクレーン、シップローダー、クライミングクレーン、

コンベア等の荷役運搬機械の製造部門であり、56年７月以降名称に変更

はなく、同じく後記62年４月１日付の組織改正によって工場課および管

理グループという編成となった。 

(2)① 申立人Ｘ１、同Ｘ２、同Ｘ３、同Ｘ４、同Ｘ５、同Ｘ６、同Ｘ７、

同Ｘ８、同Ｘ９（以下「Ｘ１」、「Ｘ２」、「Ｘ３」、「Ｘ４」、「Ｘ５」、「Ｘ６」、

「Ｘ７」、「Ｘ８」、「Ｘ９」ということがある。）は、62年８月当時Ｆ

工場に所属していた従業員であり、申立外石川島播磨重工業労働組合

東京支部（以下「東京支部」という。）の組合員である。 

 ② 申立人Ｘ10および同Ｘ11（以下「Ｘ10」、「Ｘ11」ということがあ

る。）は、62年８月当時運産部に所属していた従業員であり、東京支

部の組合員である。 

(3) 申立人らの社内経歴 

①東京第二工場製造部組立課 

ア Ｘ１ 
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  31年４月中学校卒業後生徒従業員として会社に入社し、以後の４

年間を石川島工業高等学校（以下「石高」という。）において勉学

と工場実習に従事し、35年３月石高を卒業後、東京第二工場（現東

京第一工場）ボイラ製造部製缶工場課に配属され、一時的例外を除

けば、終始東京第二工場に在籍して主として製缶作業に従事してき

た。 

  62年８月当時、同人は東京第二工場製造部Ｆ工場のＢ２職区に所

属していたところ、後記経緯によりＦ工場が閉鎖され（第１、６、

(4)）、同年９月１日付で石川島鉄工建設株式会社（以下「ＩＩＫ」

という。）への出向を発令されたがこれに従わず、同年９月14日付

で懲戒解雇された。 

イ Ｘ２ 

  37年３月高等学校卒業後会社に入社し、東京第三工場（現東京第

二工場）ボイラ製造部製缶二課に配属され、以後、主としてＦ工場

において製缶溶接作業に従事してきた。 

  62年８月当時、同人はＦ工場のＢ３職区に所属していたところ、

後記経緯によりＦ工場が閉鎖され、同年９月１日付で石川島プラン

ト建設株式会社（以下「ＩＰＣ」という。）への出向を発令された

がこれに従わず、同年９月14日付で懲戒解雇された。 

ウ Ｘ３ 

  43年３月高等学校卒業後会社に入社し、東京第三工場ボイラ製造

部製缶一課に配属され、以後、主としてＦ工場において製缶溶接作

業に従事してきた。 

  62年８月当時、同人はＦ工場のＢ３職区に所属していたところ、

後記経緯によりＦ工場が閉鎖され、同年９月１日付でＩＰＣへの出

向を発令されたがこれに従わず、同年９月14日付で懲戒解雇された。 

エ Ｘ４ 

  40年４月高等学校卒業後会社に入社し、東京第一工場運搬機械製

造部電気工事課に配属され、以後、同工場製紙機械製造部機械工場

課を経て54年東京第二工場回転機工作部組立一課に配属となり、主

に製缶溶接作業に従事してきた。 

  62年８月当時、同人はＦ工場のＢ２職区に所属していたところ、

後記経緯によりＦ工場が閉鎖され、同年９月１日付でＩＰＣへの出

向を発令されたがこれに従わず、同年９月14日付で懲戒解雇された。 

オ Ｘ５ 

  35年４月中学校卒業後生徒従業員として会社に入社し、以後の４

年間を石高において勉学と工場実習に従事し、39年３月石高を卒業

後、東京第三工場ボイラ製造部製缶二課に配属され、以後、主とし

てＦ工場において製缶溶接作業に従事してきた。 

  62年８月当時、同人はＦ工場のＢ３職区に所属していたところ、
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後記経緯によりＦ工場が閉鎖され、同年９月１日付でＩＰＣへの出

向を発令されたがこれに従わず、同年９月14日付で懲戒解雇された。 

カ Ｘ６ 

  33年３月中学校を卒業。36年４月会社に入社し、東京第三工場ボ

イラ製造部製缶一課に配属された。37年高等学校（定時制）を卒業

後、Ｘ１、Ｘ２らと同様の配属経過を辿って製缶溶接作業に従事し

てきた。 

  62年８月当時、同人はＦ工場のＢ３職区に所属していたところ、

後記経緯によりＦ工場が閉鎖され、同年９月１日付でＩＩＫへの出

向を発令され、さらに同年10月１日付でＩＩＫより分離設立された

株式会社イスミックへ出向替えとなって以降、現在まで同社で勤務

している。 

キ Ｘ７ 

  43年４月高等学校卒業後会社に入社し、東京第三工場ボイラ製造

部製缶二課に配属され、以後、Ｘ６らと同様の配属経過を辿って製

缶溶接作業に従事してきた。 

  62年８月当時、同人はＦ工場のＢ３職区に所属していたところ、

後記経緯によりＦ工場が閉鎖され、同年９月１日付で石川島風水力

サービス株式会社（以下「ＩＣＰ」という。）への出向を発令され、

現在まで同社で勤務している。 

ク Ｘ８ 

  44年３月高等学校卒業後会社に入社し、東京第三工場ボイラ製造

部製缶二課に配属され、以後、回転機械製造部に在籍して主として

製缶溶接作業に従事してきた。 

  62年８月当時、同人はＦ工場のＢ３職区に所属していたところ、

後記経緯によりＦ工場が閉鎖され、同年９月１日付でＩＩＫへの出

向を発令された。さらに同年10月１日付でＩＩＫより分離設立され

た株式会社イスミックへ出向替えとなり、同社で勤務してきたが、

平成元年12月20日付で依願退職した。 

ケ Ｘ９ 

  29年３月中学校を卒業。39年２月会社に入社し、東京第一工場産

業機械製造部組立工事課に配属され、その後54年５月東京第二工場

回転機工作部組立一課に所属してクレーン運転・玉掛という整備作

業に従事してきた。 

  62年８月当時、同人はＦ工場のＢ２職区に所属していたところ、

後記経緯によりＦ工場が閉鎖され、同年９月１日付で石川島汎用機

サービス株式会社（以下「ＩＨＳ」という。）への出向を発令され

同社で勤務してきたが、平成元年３月31日付で依願退職した。 

② 運搬機械生産部 

ア Ｘ10 
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  31年４月中学校卒業後生徒従業員として会社に入社し、以後の４

年間を石高において勉学と工場実習に従事し、35年３月石高を卒業

後、東京第一工場起重機製造部機械工場課に配属され、ほぼ一貫し

て荷役運搬機械の機械部分の旋盤作業に従事してきた。 

  62年９月当時、同人は運産部Ｂ４職区に所属し、同部の縮小・再

編に伴って同年10月１日付で日本駐車場サービス株式会社（以下「Ｊ

ＰＳ」という。現在は、株式会社ＩＨＩパーキングテクノスと社名

変更している。）への出向を発令され、現在同社東京第一サービス

センターに勤務している。 

イ Ｘ11 

  37年４月中学校卒業後生徒従業員として会社に入社し、以後の４

年間を石高において勉学と工場実習に従事し、41年３月石高を卒業

後、東京第一工場運搬機製造部鉄構一工場課に配属され、ほぼ一貫

して運搬機械製造部門で罫書・取付作業に従事してきた。 

  62年９月当時、同人は運産部Ｂ４職区に所属し、同部の縮小・再

編に伴って同年10月１日付で石川島輸送機株式会社（以下「ＩＹＫ」

という。）への出向を発令され、現在同社第二物流機械部に勤務し

ている。 

２ 会社における労使関係の歴史的経過 

(1) 労働組合組織の変遷と組織内の対立 

① 東京支部について 

  東京支部の前身は次のとおりである。20年11月に結成された「石川

島労働組合」は、21年９月に結成された「全日本造船労働組合」（後

に「全日本造船機械労働組合」と名称を変更、以下「全造船」という。）

に加盟し、「全日本造船労働組合石川島分会」となった。その後35年

に石川島重工業株式会社と株式会社播磨造船所が合併して石川島播磨

重工業株式会社（現在の社名）となった結果、38年に上記石川島分会

と造船総連播磨造船労働組合とが、連合体としての「石川島播磨重工

業労働組合連合会」を結成した。その後、会社が名古屋造船株式会社、

芝浦共同工業株式会社および株式会社呉造船所を合併したのに伴い、

関係の六つの労働組合（「全日本造船労働組合石川島分会」、「全日本

造船労働組合名古屋分会」、「造船総連播磨造船労働組合」、「造船総連

呉造船労働組合」、「石川島播磨重工業横浜労働組合」、「神奈川全金同

盟ツルミ労働組合」）は、43年に連合体として「石川島播磨重工業労

働組合連合会」を組織した。 

  45年11月、上記連合会は、全造船を脱退し、その後46年10月に単一

労働組合に組織変更し、現在の「石川島播磨重工業労働組合」（以下

「組合」という。組合委員数は申立て当時約16,450名）となった。こ

の組織変更により、それまでの「石川島播磨重工業労働組合連合会東

京労働組合」は「石川島播磨重工業労働組合東京支部」（組合員数は
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申立て当時約5,000名）となった。 

② 組合が全造船を脱退する昭和45年11月まで 

ア 「はぐくみ会」の活動 

  組合内には27年ころから「はぐくみ会」が組織されており、申立

人らの中にはこの会に所属する者もいた。 

  「はぐくみ会」は、組合内各種機関の役員選挙に際して会員を立

候補させてその当選をはかったり、各種ビラ配布をするなどの活動

を行った。しかし同会には会の規約はなく、入会手続の定めも特に

なく、正規の会員名簿も存在しなかった。したがって、同会の会員

が組合役員選挙に立候補した際の推薦人となった者やビラ撒き等で

表面立って活動している者は、同会の会員もしくはその支持者と判

別されたが、そのような活動をしないまでも同会の会員である者も

いた。 

イ 「はぐくみ会」に反対する「統一会議」の結成と活動 

  37年、上記「はぐくみ会」と対立関係に立つ「統一会議」が結成

され、組合各種機関の選挙において「はぐくみ会」と激しく対立し

た。そして、執行委員（組合役員）選挙結果の推移をみれば、45年

に１名当選したのが 後であって、46年以降現在に至るまで、旧「は

ぐくみ会」系の集団に属する者が執行委員に選出されたことはない。

また、組合の各種大会代議員の選挙においても47年以降は同様の結

果となっている。 

③ 組合が全造船を脱退した以降 

ア 組合が全造船を脱退した後の46年ころ、「はぐくみ会」は解散し

たが、対外的に会の解散を表明したことはない。 

  その後、旧「はぐくみ会」系の者は個人として役員選挙等に立候

補し、組合運動の政策方針についてのビラも個人名で作成・配布し

てきた。そして、組合が全造船を脱退した45年11月以降には、東京

支部執行委員、全国造船重機械労働組合総連合大会代議員、組合大

会代議員選挙における立候補者は、申立人らに対する後記「石川島

民主化運動総連合」推薦の者と旧「はぐくみ会」系の者のみであっ

たが、旧「はぐくみ会」系の者は上記選挙に際して所属団体を「な

し」として立候補した。 

  上記以外の選挙では所属団体を明記する制度はなかったが、「石

川島民主化運動総連合」推薦の者に対する立候補者は、日頃、日常

的に門前ビラ配布活動を行う旧「はぐくみ会」系の者とその賛同者

に限られていた。 

  なお、申立人ら「職場活動家」とは、上記「はぐくみ会」の構成

員もしくはその支持者およびその後新たにその活動方針に賛同して

行動を共にしている者らを指している。 

イ 組合が全造船を脱退した以降、後記レクリエーションリーダーや
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職長、班長が中心となって「職場を明るくする会」（以下「明るく

する会」という。）が40年代前半から会社の現業系の職場単位に作

られた。同会は、さらに、各工場、事務所単位に連合組織を作った。

すなわち、本社に「あゆみの会」、豊洲総合事務所に「土曜会」、東

京第一工場に「東一サークル連絡協議会」、東京第二工場に「東二

会」、東京第三工場に「東三職場を明るくする会」、田無、瑞穂工場

に「田無瑞穂民主化グループ」が作られた。これら連合組織は45年10

月、「統一会議」とともに「石川島民主化運動総連合」（以下「石川

島民連」もしくは「民連」という。）を結成し、以後「石川島民連」

として活動するようになった。この「石川島民連」は活動目的のひ

とつに「組合を真に自由にして民主的労働組合として発展させる」

ことを掲げていた。 

  上記職場単位に結成されている「明るくする会」には、それぞれ

会則が設けられ、会の目的、構成員の範囲について定めており、特

に会員となるための要件は厳しく定め、申立人ら「職場活動家」は

入会を申し込んだがいずれも拒否された。 

  また、「明るくする会」の活動は会社自身の行事と一体になって

いるものもあった。たとえば、東京第二工場船設部において49年８

月22日から23日の間実施された中堅社員研修会の場合、その参加者

の人選基準は、同部における「明るくする会」としての「望会」会

員を前提とし同会会員名簿における区分け（Ｓ：全く心配のない人、

ＳＭ：本人は認識しているつもりであるがその都度一言話す必要の

ある人、Ｍ：全く無関心でその都度説明を加えなければならない人、

ＰＭ：いくら説明を加えても結局Ｐに傾いてしまう人〈要注意人物〉、

Ｐ：完全に左翼に走っている人物）のうち、ＳＭとＭを対象に行わ

れ、また、研修における討論のテーマは「望会」文化部で準備され

た。そして、そのテーマは、具体的には、①左翼勢力浸透防止への

取組み②若年労働者の指導方法③職場内に左翼勢力の動きがある場

合の対処方法などが掲げられていた。 

(2) 申立人らの組合活動 

① 昭和45年から61年に至る間の組合各種機関の役員あるいは代議員へ

の立候補 

  申立人らの立候補の状況とその結果は後記別表のとおりである。 

② ビラ配布等その他の活動 

  申立人らを含む「職場活動家」らは、組合各種機関の役員や代議員

への立候補に際して、あるいは、後に認定するような職場や組合や労

働条件の問題について自らの主張を表現したビラを会社各工場や事務

所の門前で数多く撒いていた。これらのビラの主たる内容は、「大幅

賃上げ」、「生活防衛のための賃金要求」、「労働時間の短縮」、「定年延

長」、「退職金増額」、「職能等級改善」、「職場環境改善」等々を訴える
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ものであった。 

  とくに、後記「緊急総合経営対策」時（第１、４、(1)）、同東京鋳

造工場閉鎖時（第１、４、(2)）、同「緊急対策」時（第１、５、(1)(2)）

において撒かれたビラは、「人減らし合理化反対」、「雇用を守って戦

う労働組合を」、「肩たたき退職強要・配転・出向・派遣の強要を許す

な」「退職強要をはねかえす12章」等のスローガンを掲げて、会社の

経営合理化政策に強く反発する姿勢をあらわにするものであり、中に

は会社の合理化政策を受け入れた組合執行部の方針について鋭く批判

するものも数多く含まれていた。 

  上記ビラの名義人は、申立人個人の場合、申立人複数の場合、申立

人以外の個人の場合、申立人とそれ以外の者を含む場合があった。ま

た、45年ころまでは「はぐくみ会」の場合もあったが、後記「緊急対

策」時に撒かれたビラの中には「石播・都労委闘争を支援する会」お

よび「石播・不当配転を撤回させる会」連名のものもあった。なお、

申立人個人名が記載されていないものの中には日本共産党石川島委員

会名のビラもあったことが認められるが、このようなビラは申立人ら

が配布に関与したビラのうちのごく一部に過ぎない。 

  また、申立人らは、別件賃金差別事件（第１、２、(4)、①）として

当委員会に昭和51年から平成２年まで係属した不当労働行為申立事件

の審問傍聴に参加したり、60年から現在に至るまで東京地方裁判所（以

下「東京地裁」という。）に係属している後記配転命令無効確認訴訟

事件の口頭弁論傍聴に参加するなどの活動を組織的に行っていたこと

が認められる。 

③ Ｆ工場における労使関係（申立人らと会社の関係） 

ア 東京第二工場回転機製造部において、59年７月ころ、前記「明る

くする会」の職場単位組織として「友和会」（それ以前には「親和

会」もしくは「さつき会」と称していたが、58年ころ「友和会」と

なった。）が存在し、当時、「友和会」には77名程度のメンバーがい

たが、一方、申立人ら「職場活動家」19名はこの「友和会」に加入

していなかった。 

  「友和会」は、54年ころ解散した全員参加の親睦団体である「工

友会」に代わって職場内の親睦行事その他の行事全般を取り仕切る

存在となっていたが、同会に所属しない申立人らは職場における各

種行事から事実上排除されることが多かった。たとえば、57年ころ、

工場規模で催される運動会（会社、組合、健康保険組合の三者共催）

において、申立人らは準備行為から排除されたり、運動会当日、会

場での「親和会」出店の売店からの購入を断わられたりしたので、

申立人ら「職場活動家」が組立課長や東京支部に抗議申入れしたと

ころ、課長は「有志会がやるのだから私はとやかくいえない」、「会

員の中に君たちと考え方が違うから一緒に飲んだりしたくないとい
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う人がいるんではないか」と答えた。また、たとえば、年末・年始

の仕事納めや仕事初めの行事についても同会に所属していない申立

人らが参加できなかったなどのことがあった。 

イ 後記（第１、２、(4)）のように、申立人Ｘ１は賃金差別の是正

を求め当委員会に不当労働行為の申立てを行い、平成２年５月14日

救済命令が発せられた。同月23日、会社はこれを不服として中央労

働委員会（以下「中労委」という。）に対して再審査申立てを行い

現在係属中であるが、これとは別にＦ工場の申立人らを含む「職場

活動家」らも自ら賃金差別を受けているとして会社に対して是正を

求めていたことが認められる。 

  すなわち、60年12月５日、申立人Ｘ８、同Ｘ７、同Ｘ３、同Ｘ６、

同Ｘ１、同Ｘ５、同Ｘ２、同Ｘ４らを含む「職場活動家」が当時の

Ｂ５課長に対して賃金差別是正申し入れ書を提出したが、同課長は

「この時期に査定のことを出しても時期はずれだ」とか「私のとこ

ろに君たちは文書を持ってきたが、就業規則の『会社構内で集団で

文書を配布する行為』に該当する」と述べ、暗に処分を窺わせる発

言を行った。 

  また、61年６月18日、申立人Ｘ４が当時のＢ３職長に対して賃金

差別を受けているとして苦情申立てを行ったが、同職長は「査定の

内容評価についてはマル秘なので言えない。20年も勤めているのだ

からなぜ上がらないかわかるだろう」と答えた。 

④ 運産部における労使関係（申立人らと会社の関係） 

  後記（第１、２、(4)）のように、申立人Ｘ10は賃金差別の是正を求

め当委員会は不当労働行為の申立てを行い救済命令が発せられた後、

会社はこれを不服として中労委に対して再審査申立てを行い現在係属

中であるが、60年12月５日、前期Ｆ工場における「職場活動家」の行

動と呼応した形で申立人Ｘ10および同Ｘ11を含む運産部の「職場活動

家」らが賃金差別是正申し入れ書を提出した。 

  また、全員参加の親睦団体である「協友会」や「構友会」が50年こ

ろ解散して以降、申立人Ｘ10および同Ｘ11が他の運産部における「職

場活動家」らとともに運産部課内の職場行事（課内の忘年会、新年会、

新入社員歓迎会、退職者送別会、異動・出向者の歓送迎会、暑気払い

等）から排除されているのは、前期認定のＦ工場における「職場活動

家」らの事情と同様である。 

(3) 会社の労務管理政策 

① 組合が全造船を脱退した昭和45年11月まで 

ア 社員教育 

  会社は、概略以下のとおりの社員教育を行っていた。 

(ｱ) 41年12月26日付「労働ニュース」 

  会社勤労部がマル秘扱いで会社課長および職長（組合員）に配
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布した文書。その内容は、若年層に日共、民青同が巧みに接近し、

謀略的に浸透工作を講じているとして、若年労働者の管理の問題

についてＣ１氏（極東事情研究会所長）の話を集約して「転換期

における若年層の管理について」と題して紹介したものである。 

(ｲ) 「監督者シリーズ」 

  東京第二工場において、職長・班長を対象に職長・班長に対す

る教育の一環として、41年12月から12回にわたり勤労課名で配布

された文書。 

  同シリーズ41年12月17日付№３では、ある班の年配者が政治的

グループに入った実例を挙げて、どしどし新入社員が入ってくる

現状から、このまま放置すれば悔いを残すことになるので職長・

班長が一体となって努力することにした例を紹介している。 

  同シリーズ42年２月18日付№７では、新入社員を迎えるにあた

って、民青同が若者達をグループにどのような方法で入れるかを

紹介し、良き相談相手、良きリーダーにならなければならない旨

説いている。 

  同シリーズ42年３月４日付№８では、職場懇談会は、組合の職

場集会や職場委員会ではなく、管理監督上、部下の要望、苦情、

意見具申等をできるだけ早く知って処理するために開催している

ものであり、管理監督者の指名する者を参画させていく性格のも

のとした。そして、一部の職場で職場委員会の決定であるとして、

所属課長に要求書を出したり、職場懇談会に要求事項として提示

されたりしていることがあるようだが、これは、上司と部下との

間に不信感を起こさせ、組合員には常に不満を持たせようとする

一部の意識分子の活動である旨説いている。 

  同シリーズ42年４月２日付№10では、共産党、民青同はなぜ問

題視されるのかと題して、会社における若い行動派の党員はマル

共思想を狂信し、悪質な党幹部の命令に何の批判もなく盲従し、

その手先となってあらゆる会社の施策に反対し、職場の秩序を破

壊し、職制をマヒさせ、善良な一般従業員を会社不信感と不安に

陥れる旨述べている。 

(ｳ) 極東事情研究会への社員派遣 

  41年、42年ころ、会社は極東事情研究会（左翼勢力の戦術を分

析研究し、特に職場、組合に浸透を策す左翼勢力の動向に対する

実態の啓蒙、対策指導を目的に講習会、従業員教育等の活動をし

ている団体）の主催する講習会に従業員を派遣した。 

  同研究会の行った分科会のテーマは「職場、組合内に左翼勢力

の動きがある場合、いかに対処すべきか」、「若年労働者に対する

指導をどのように行えばよいか」、「左翼勢力の浸透を防止し、文

化体育活動を健全化させ若年労働者の豊かな人間形成の場を昂揚
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させるためには、いかに取り組むべきか」などであり、その対処

の仕方として「面接と段階的教育」、「隔離、配転の際の留意点」、

「排除」、「組合としての取り組み方」が、配慮と取り組み方とし

て「体質改善工作はいかに取り組むべきか」、「文化体育活動の盛

り上げをはかるために、いかなる配慮が必要か」が説明された。 

(ｴ) 労務管理講座の開催 

  43年８月から44年２月にかけて、東京第二工場の全課長・職長・

班長336名を対象に「労務管理講座」が開催された。その目的は

「1970年を一つの契機として、あらゆる手段で反企業的活動を意

図している過激分子が当工場にいることも無視できない事実であ

る。本講座はこれら過激派の行動、原理を解りやすく解説し、管

理監督者の対処すべき道を示すものである」としており、講師は

日本経済研究所所長Ｃ２、産業人教育協会理事Ｃ３他２名であっ

た。日程は４コース12時間で、１泊２日のが１回組み込まれてい

た。なお、第１回目の講座では、当時のＢ６副社長が出席し、講

座の意義について挨拶がなされている。 

イ レクリエーションリーダーの養成 

(ｱ) レク・リーダーの養成 

  会社のレクリエーション（以下「レク」という。）は職場レク、

体育文化レク（会社、組合、健康保険組合の三者で運営）、寮レ

クの三本の柱で行われていたが、会社は、41年ころから職場レク

を活発にするため、職場で具体的にレク活動を展開していくリー

ダー（以下「レク・リーダー」という。）を養成するようになっ

た。養成は、会社が日本レクリエーション協会に４、５泊の期間

で派遣し、レクの実技、実技指導を習得させる方法で行われた。

人選は各工場の自主性に委ねられ、東京地区で年間約100名が養

成された。 

  なお、会社と組合で運営していた体育文化会の運営委員会にお

いて、会社がレク・リーダーの養成経費を予算化して提案したの

で組合がその趣旨説明を求めたところ、会社はこの提案を撤回し

「レク・リーダーの養成は会社の労務政策の一つとしてやるので、

組合との交渉の対象にならない」旨説明して始められたものであ

る。 

(ｲ) レク・リーダーの組織 

  各工場にレク・リーダーで構成される組織が存在し、その組織

の事務局はいずれも工場勤労課に置かれている。各工場で行われ

る運動会は会社の行事であるが、会社勤労部ではなく、レク会が

その企画・実行を担当している。 

  また、職場レクの費用は会社が負担している。 

(ｳ) レク・リーダーの活動 



- 12 - 

  なお、組合が全造船脱退を決議する前日の45年11月12日、東京

第三工場レク・リーダーＯ・Ｂ有志（組合役員、勤労課員を含む。）

は、同工場の従業員に向け「真のレク活動のために全造船脱退は

必要条件」と題するビラを配布した。 

② 組合が全造船を脱退した以降 

ア レク・リーダー三役と工場長との「打合覚」 

  50年９月27日、東京第三工場レク・リーダー三役（執行委員長、

副委員長および幹事長）とレク会会長である工場長との懇親会が行

われた。 

  席上、レク・リーダーが「私たちは自分達の職場を守るために、

職レク活動からはぐくみ会を排除しようと決めた。・・・そのこと

で将来問題が起きたとき、会社はどう対処するのだろうか」旨質問

したところ、工場長は「・・・はぐくみ会はそのような人間本来の

欲求にもとづいて成り立っている会社をくつがえそうとしてい

る。・・・会社はよりよい社会をつくり、守るという信念をもって

行動している。相反する考えの人達に妥協する必要はない。仮に問

題が起きたとしても君達に責任はとらせない。君達も自信と信念を

もって取り組んで下さい」「今の若い人達は○は （○は とは、解散した

『はぐくみ会』に所属すると会社が見做した者）に組合活動の実権

をにぎられていたころの職場がどんな職場だったかは知らない。若

い人達とくり返し話し合い、君達の影響で若い人達を引っぱってい

けるよう、まず君達が更に信頼されるような人物になるよう努力し

てほしい」と答えた。 

  なお、この懇親会には東京第三工場勤労課員も出席し、懇談の内

容について、後日、「打合覚」との文書によりマル秘扱いで、部長、

課長、レク・リーダーに配布された。 

イ 組合代議員等の選挙への関与 

(ｱ) 豊洲総合事務所における事実 

  48年５月22日、豊洲総合事務所２階食堂において労務管理につ

いて会議が行われた中で、「労政問題、代議員対策」に関しＢ７

本社勤労部次長は「『豊洲総合事務所の労政について組織的に労

政関係の責任者を新設し、責任者を中心として報告をなし、訓練

ニーズを考える。月２回は部毎に会議をもち、労政問題を掘り下

げて検討する。その結果を豊洲総合事務所の責任者に報告し責任

者はサゼッションをする。豊洲総合事務所の人事は、その責任者

にアドバイスをする』ことを社長に進言したところ、その時は社

長から責任を回避するのかと反対されたが、５月10日にいたって、

社長から権限を委譲するから具体的にやれと指示された」旨述べ、

さらに同次長は「代議員対策を具体的に行う」、「労政問題の勉強
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会を行う」、「社長と新任課長との会合を行う」、「土日を利用する」

との方針を提案した。この後、同席の豊洲総合事務所のＢ８人事

課長は「豊洲総合事務所の場合、部長、課長の関心がうすい。労

政問題をよけてとおる。トップ方針にそって労政問題を徹底して

行う。本部・支部執行委員会の改選は２年、今年ある。代議員選

挙は健全分子で占めるようにする。職場委員の改選に十分関心を

持つようにする」旨指摘した。 

  さらにこの会議で、同年９月３日から15日の間に予定されてい

る代議員投票についての対策の日程が次のように示された。 

  ５月28日 勤労、組合執行部と部長の会議 

  ６月８日 第１回戦術会議 

  ６月29日 第２回戦術会議、候補者の決定、組織図の提出、政

治地図の見直し（各人別に○、△、×の記号で分類） 

  ７月３日 第５選挙区インフォーマル・リーダー（注：「職場

を明るくする会」リーダー）との懇親会 

  ７月５日 第５選挙区部長とのコンタクト 

  ７月10日 第14区インフォーマル・リーダーとのコンタクト 

  ７月12日 第14区部長とのコンタクト 

  ７月17日 第15区インフォーマル・リーダーとのコンタクト 

  ７月19日 第15区部長とのコンタクト 

  ７月24日 第３回戦術会議、政治地図の見直し、その後の経過

と今後の対策 

  ８月６日 第２区インフォーマル・リーダーとのコンタクト 

  ８月８日 第２区部長とのコンタクト 

  ８月20日 第４回戦術会議 

  ８月29日 終フォロー 

  なお、この会議より以前の同年５月16日に行われた代議員改選

の対策会議においては、化学プラント事業部の一部職場について

勤労課で代議員候補者５名を選定している。また、同時に○は マー

ク人物として「職場活動家」27名をリストアップした。 

(ｲ) 艦船設計部機装設計グループにおける事実 

  62年９月28日、東一総合ビル４階の艦船設計部機装設計グルー

プで行われた定例５分間ミーティングにおいて、同グループＢ９

課長は、通常の課内業務連絡とともに、同年10月13日に予定され

ていた組合の支部委員、職場委員の選挙について、それら支部委

員、職場委員が決まったことを具体的に７名の氏名を挙げて報告

した。 

(4) 別件賃金差別事件について 

① 別件賃金差別事件の申立て 
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  申立人ら「職場活動家」の前身集団である「はぐくみ会系集団」に

属する者23名（申立人Ｘ１および同Ｘ10を含む。）は、当委員会に対

して会社を被申立人として賃金資格差別の是正を求める不当労働行為

申立てを行った（都労委昭和51年不第101号、同53年不第26号、同54

年不第64号、同55年不第50号および同56年不第76号）。これに対して、

平成２年５月14日、当委員会が以下のような趣旨の救済命令を発した

ところ、会社はこれを不服として中労委に対して再審査申立てを行い、

現在、中労委に係属中である。 

② 別件賃金差別事件判断の要約 

  組合の東京支部においては、37年ころより組合活動のあり方に関す

る基本的考え方を異にする集団として「はぐくみ会」と「統一会議」

という集団が存在し、組合の各種機関の選挙において激しく争い、46

年以降は、「はぐくみ会」は表向きは解散し、同会に所属していた組

合員は代わりに「石川島連絡会議」を組織して同会の活動を継承し、

他方、「統一会議」は45年に「職場を明るくする会」とともに「石川

島民連」を結成し、「はぐくみ会」やこれを継承する「石川島連絡会

議」の活動に対抗する活動を行った。このような「はぐくみ会系集団」

と「統一会議系集団」との対立抗争の中で「はぐくみ会系集団」に属

する申立人らは、38年から55年ころの組合各種機関の選挙に立候補し

たり、立候補者の応援をしたり、労働条件や組合運営に関する同集団

の主張を記載したビラを配布した。このような組合内の対立状況の中

で、会社は、40年代前半に、職長・班長らによって結成された「職場

を明るくする会」と協力して組合内における「左翼的傾向者」の識別

をしたり、職場や組合における「左翼勢力浸透防止」の教育研修を行

ったり、レク・リーダーによる「はぐくみ会」排除の動きを鼓舞した

りし、40年代後半に組合代議員等の選挙について「はぐくみ会系集団」

からの当選を阻み、「統一会議系集団」からの立候補者を当選させる

ための対策を講じた。そして、申立人らは、このような労務政策を遂

行する会社によって、「はぐくみ会系集団」の活動家として認識され、

マークされていた。 

  申立人らが「はぐくみ会系集団」の中にあって行ってきた上記活動

は正当な組合活動として認められ、会社はこれを嫌悪していたものと

推認できる。 

  そして、会社は、申立人らが「はぐくみ会系集団」に所属し、その

中で正当な組合活動を行ってきたことを嫌悪して、51年度から55年度

の期間の職区分・等級昇進の人事考課ならびに同期間の定期昇給成績

金額および臨時手当成績係数の査定において申立人らを低評価ないし

低査定を行うことによって、申立人らのそれら職区分・等級・定期昇

給成績金額・臨時手当等を低く押さえたものと認めることができる。 

３ 造船不況と会社の経営合理化政策 
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(1) 昭和50年代における造船業界および会社の経営状況 

① 第一次オイルショック 

  48年秋、いわゆる「第一次オイルショック」が惹起したことにより、

海上荷動きの減少・船舶余剰の顕在化がもたらされ、世界の海運造船

業界は、いわゆる「構造不況」と称せられる事態に立ち至った。 

  この「第一次オイルショック」とは、原油産出国が原油の出荷を抑

えることにより、その価格を従来の４倍にまで高騰させた事態を指す。

「第一次オイルショック」の造船業界への影響は、まずタンカー需要

の激減、次に各種貨物船需要の激減として現れた。これは、第一次オ

イルショックに対して、原油消費国側が省エネルギー対策を講ずるこ

とにより原油輸送船であるタンカーへの需要が激減したこと、他方、

原油価格の高騰が石油関連産業の不況をもたらした結果、海上荷動き

量が減少し、各種貨物船需要も激減したことによる。 

② 第一次オイルショック後の受注高の激減 

  会社の新造船受注量の推移をみると、「第一次オイルショック」以前

の段階では、48年には旺盛なタンカー需要を主因に1,000万重量トン

を示すなど世界的高度成長に支えられ高水準で推移していた。ところ

が、「第一次オイルショック」の翌49年の受注高は60万重量トンに激

減した。 

  このような新造船受注の減少ばかりでなく、加えて、既契約済の船

舶もキャンセルされるようになり、48年には約9,000億円であった受

注残高は、54年には約2,000億円にまで減少した。 

  会社は、造船部門の他に、原子力・ボイラー等のエネルギープラン

ト、環境整備・貯蔵・化学等のプラント、製紙機械・運搬機械・汎用

機・風水力機械等の大型機械等各種陸上部門、航空宇宙部門を有して

いたが、これらの中で売上高で約18パーセント、在籍人員数で約41パ

ーセントを占める造船部門における収益状況の悪化は会社の経営に深

刻な影響を与えた。 

③ 陸上部門への活路 

  以上のような造船部門における不振を打開するために、会社は陸上

部門に活路を求め、石油産出国の大型プラントの建設工事の受注に成

功したが、これらは、売上高の確保にはなり得ても造船部門の膨大な

収益悪化をカバーすることはできなかった。 

  そして、「第一次オイルショック」の影響が会社決算に本格的に現れ

るようになったのは53年度ころからで、53年度決算、54年度決算の経

常損失はそれぞれ約101億円、約190億円を計上することになった。 

④ 海造審答申と昭和54年２月「緊急経営総合対策」 

  運輸大臣は、造船業界における需給のアンバランスに対する対策に

ついて海運造船合理化審議会（以下「海造審」という。）に諮問した。 

  海造審は、53年７月、上記諮問に対し「今後の造船業の経営安定化
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方策について」と題する「造船業界における需給ギャップを解消する

ためには、現有設備能力の35パーセントを処分する必要がある。・・・

会社を含む大手７社の設備の40パーセントを削減すべきである」との

答申を行った。 

  この後、この答申の内容は運輸大臣告示により実施された。会社は

答申に従い、「緊急総合経営対策」として、53年当時、東京、横浜、

愛知、相生、呉の５地区に存在した５つの造船工場のうち、横浜第二

工場と知多工場の新造船からの全面撒退、東京第一工場の一部の船台

の廃止を決定した。加えて、会社はこの経営危機を乗り切るため、東

京地区の佃工場を売却、さらに54年２月、上記「緊急総合経営対策」

の一環として希望退職の募集を行い、会社全体で約4,600名の従業員

が退職することになった。 

  56年から58年にかけて、市況はやや回復基調をみせたものの、いわ

ゆる「省エネ化」の進展により再び船舶の余剰が顕在化した結果、海

上運賃の暴落、船価の下落をもたらし、造船各社の業績悪化はさらに

深刻化した。 

(2) 昭和60年代における会社の経営状況 

① 円高昂進と受注不振・操業不足 

  60年９月の先進５か国蔵相会議を契機に、日本の貿易収支黒字を起

因とした円高傾向がさらに昂進し、為替レートは、61年秋までに約35

パーセント上昇して１ドル150円となった。その結果、外貨建て契約

での新規受注は赤字を余儀なくされ、また、急速な円高進行下におけ

る円建て契約の締結は困難となり、船舶の新規受注は非常に難しい状

況となった。なお、円高の影響は、輸出依存度の高い造船部門のみな

らず、輸出に依存していた陸上機械、プラント類にも現れ、受注不振

と操業不足を生じた。 

  上記円高の進行に加えて、造舶業界において韓国を始めとするいわ

ゆる新興工業国群の追い上げが激しく、我国造船業は、この面でも競

争力を失った。 

② 昭和61年度決算 

  一方、会社の受注高は60年度まで年間ほぼ7,500億円から8,000億円

あったものが、61年度には受注高は約5,600億円に落ち込んだ。また、

会社の経常利益の動きは、57年度の257億円をピークに下降し、61年

度決算で232億円の経常損失を計上し、会社発足以来初めての無配に

転落した。 

③ 昭和61年６月海造審答申 

  60年秋、造船各社（被申立人会社、日立造船株式会社、日本鋼管株

式会社、三井造船株式会社、川崎重工業株式会社、三菱重工業株式会

社、住友重機械工業株式会社等）の経営状況は急速に悪化し、61年６

月、前記海造審は「今後の造船業の経営安定化及び活性化の方策につ
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いて」において、造船設備を20パーセント削減する答申を行った。 

④ 昭和61年９月経営構造転換方針および「緊急対策」の提案 

  会社は、61年９月５日、前記のような海運造船産業の構造不況に加

え急激な円高および韓国等新興工業国群の台頭による輸出不振等に起

因する業績不振に対応するため、臨時経営協議会の場において、組合

に対し前記海造審の答申を受けた形で４点にわたる経営構造の転換に

関する方針を提案した。 

ⅰ 造船設備の削減 

  造船部門は、会社の売上高に占める割合がほぼ17パーセント（61

年３月期）であるのに比べ、人員が従業員総数の約30パーセントを

占めていることから、海造審の答申に呼応して、相生第一工場の第

一建造ドックを廃棄、呉第一工場の新造船能力を縮小する。 

ⅱ 生産体制全体の見直し 

  造船工場の見直しと併せ、陸上部門の工場についても見直しを図

り、今後の操業見通しに立って全社的に集約・再編を行い、 適生

産体制を目指す。 

ⅲ 中期的ビジョンの策定 

  エンジニアリング志向を一段と強め、ハイテク新技術分野および

ソフトサービス分野を育成する。生産部門については、縮小せざる

をえない。 

ⅳ 「緊急対策」の必要性 

  操業見通しによると、全社で7,000人の余剰人員が見込まれる。

成長部門への配転、従来から実施している他社への出向および新事

業開発等の方法だけでは現状を乗り切ることは困難であり、追って

提案する具体策について組合の協力をお願いしたい。 

⑤ 昭和61年10月「中期事業計画と70年ビジョン」 

  会社は、同年10月14日、臨時経営協議会において「中期事業計画と70

年ビジョン」を提示した。この「中期事業計画と70年ビジョン」では

「ｉ 会社は造船部門を中心とする設備の大幅削減に踏み切らざるを

得ない状況となり、この対策を推進して63年度黒字化達成を当面の

重点目標とする。ⅱ 構造変化に対応し不況業種からの脱出を図るた

め、生産部門に多くの従業員を抱え船舶や基幹産業向けの設備建造を

主体とする現在の事業体制を変革する。ⅲ ハイテク・新技術分野と

ソフト・サービス分野を今後の重点戦略分野として位置づけ、従来の

大型機械、造船等の伝統製品分野とあわせて、将来の事業の柱として

育てていく。但し、伝統製品分野について、見込みのないものは勇断

をもって縮小・転進を図る。ⅳ マーケットと新しい事業体質にあわ

せて生産拠点を再編成し生産の 適化を図り、競争力を強化する。ⅴ

 企業間競争が激化し社内工事量が減少することに対し、工場規模の

見直し・人員の縮小と共に自動化・合理化により生産性の高い体制を
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作ることで対応する」とされていた。また、同時に発足した「生産地

図委員会」（61年秋以降、企業環境の変化および海造審の造船設備の20

パーセント削減という答申に対応するため、各事業本部の代表によっ

て発足された。）は、伝統製品分野の生産体制について、「他社に対す

る差別化を進める」「ハイテク・ソフトサービス分野へ事業展開を拡

大する」ために「類似製品・部品を取り扱う工場の集約・再編成」を

進めるという方針を示した。 

⑥ 「緊急対策」の内容および約6,000名の希望退職者 

  会社は、翌15日、組合に対し団交を申し入れ、席上、前記９月５日

の臨時経営協議会で説明した「緊急対策」の具体的内容として、「ⅰ

 昭和61年４月１日現在満55歳以上の全組合員を対象にして早期勇退

制度（いわゆる希望退職制度）を実施し、退職金に特別加算金をつけ

て定年前に勇退させる。ⅱ 昭和61年４月１日現在満35歳以上54歳以

下の組合員（国内出向者を含む）を対象に早期転退職援助制度を設け、

早期に社外に転職を希望する組合員に対し、会社が認めた者について

退職金に特別加算する」を提案したところ、同月31日、組合は会社申

入れ内容について一部修正を加えたうえ了承すると回答した。 

  この「緊急対策」（希望退職を前提とする「早期勇退制度」および「早

期転退職援助制度」）は、同年11月10日から12月25日までの間実施さ

れ、 終的には、全社で約6,000名（関連会社等への出向者を含めれ

ば約7,000名）の従業員がこれに応募し退職する結果となった。 

(3) 東京第二工場および運産部における状況 

① 東京第二工場の状況 

  会社の東京第二工場（54年４月末まで東京第三工場であったが、便

宜上、これも含め「東京第二工場」という。）は、従来、船用タービ

ンを中心に生産してきたが、前記いわゆる「構造不況」と称せられる

船舶部門における深刻な不振の影響、タービンエンジンからディーゼ

ルエンジンへの技術革新の進行等により53年度限りで船用タービンの

製作を中止することになった。 

  船用タービンの製作を中止した東京第二工場は、「海から陸へ」の転

換を余儀なくされ、陸上用タービン、風水力機械、歯車装置、冷凍機

等の製作を主とした製品分野の転換・拡大、新機種の開発を行ってき

たが、新規分野での受注は困難であり操業不足の状態にあった。特に

Ｆ工場関係に限れば、「海から陸へ」の転換の結果、船舶タービンの

製作に占める製缶作業の割合に比ベ新規分野のひとつである酸素圧縮

機のそれははるかに少なくなっており、操業不足が顕著であった。 

 上記状況を数字で示せば、東京第二工場における62年度の操業量は45

年度のそれに比べ５分の１以下に減少し、同工場の人員は62年度に

は200名余りであって、45年度のそれの約1,500名弱に比べ約７分の１

に減少した。 
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② 運産部の状況 

  荷役運搬機械の製造部門である運産部の50年代の操業量は、58年度

までは半期18万時間で推移していたが、59年上期から急激に落ち込み、

運搬機に限ってみるならば59年上期の操業は58年下期の約50パーセン

トまで減少した。これは、58年後半から国内外の需要が大幅に減退し

たことによるものであり、輸出比率が概ね半分を占める運搬機械部門

について特に輸出が減少したことの影響が甚大である。 

  このような急激な需要減退に加えて、60年９月の先進５か国蔵相会

議後の円高基調の定着により価格競争力をつけた韓国、台湾など新興

工業国の追い上げや、国内の後発メーカーの新規参入等の要因が運産

部の操業減退をさらに助長することになった。 

  上記操業不足への対応策として、会社は、運産部要員を社内の他の

忙しい部門への応援や関係会社への派遣・出向を試みたり、定年退職

等による自然減に対して補充を行わないなどした。 

  また、会社は、上記操業不足が将来的にも好転しないという見通し

に基づいて「エンジニアリング化」を対応策の基本方針とすることを

決定し、60年２月１日エンジニアリング部を新設した。 

  「エンジニアリング化」とは、将来にわたって以前のような仕事量

は確保できないという展望の下に、運搬機械単体を製造して利益を得

るのではなく、これまでに蓄積してきた技術やノウハウを有機的に関

連づけてより付加価値の高い製品生産を行っていくというものである。

そして、この方針の下では、運産部は従来の生産工場として存在する

のでなく、国内外の生産拠点に生産技術を供給する基幹工場として位

置づけられた。 

  こうした方針にそって、運産部組織は順次スリム化し、後記出向発

令直前の組織改正時である62年４月１日には、運産部は１グループ・

１課（管理グループ、工場課）の簡素な組織に統合された。 

(4) 「緊急対策」後の会社の状況 

① 「緊急対策」後の人員配置上のアンバランス 

  前記認定（第１、３、(2)、⑥）のとおり、61年11月10日から同年12

月25日までの間実施された「緊急対策」によって約6,000名の希望退

職者が出た結果、会社全体で人員配置上の不均衡が生じた。しかし、

従業員の多くが船舶海洋事業本部に所属していた愛知、相生および呉

の各地区（会社内で「西三地区」といわれていた。）では余剰人員が

発生し、他方、航空宇宙事業本部に所属する武蔵地区の田無・瑞穂の

両工場および呉地区の呉第二工場、艦艇の建造・修理を行う東京第一

工場艦艇部門では人員不足の状況になった。 

② 昭和62年２月「昭和62年度経営方針」 

  会社は、「緊急対策」実施後の62年２月27日に開催された「社長年度

方針経営協議会」において、組合に対し、「緊急対策」後の対応と63
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年度黒字化達成を目的とした以下の内容の「昭和62年度経営方針」を

説明した。 

ｉ 組織改正のねらい 

  63年度黒字化を達成するため、すべての部門が責任体制を明確に

し、人員配置の効率化を促進する。中期事業計画の方針に沿って事

業構造の転換を促進するために、機種の整理統合や有望分野への資

源集中を図る。 

ⅱ 今後の生産体制 

  仕事量が偏在していることが一番大きな問題であり、操業不足の

地区は他地区への異動・関係会社への出向を実施し、他地区におい

ても、生産分担調整や統合整備による強化を促進する。これらは、

生産地図委員会（第１、３、(2)、⑤）の計画をもとに具体化を進

める。 

ⅲ 63年度黒字化達成のための諸施策 

  多くの希望退職者が出たことによって生産性が阻害されることの

ないように体制立て直しをはかり、減量で身軽になった利点を活か

し、社内コストを徹底的に低減するなどして競争力強化に取り組む。 

ⅳ 「中期事業計画」達成のための諸施策 

  各事業本部レベルにおいて事業計画策定作業を進めるとともに、

「事業構造検討委員会」を設け、各事業本部の枠を超えた計画達成

のための体制作りを進める。 

③ 前記「昭和62年度経営方針」に基づく経営諸施策の遂行や「緊急対

策」後の人員配置上の不均衡を是正するため、会社は、62年度中に大

規模な人事異動を行った。 

  この人事異動は、62年度中約2,000名に及ぶものであり、本件で問題

とされる愛知、相生、呉のいわゆる西三地区から東京第一工場艦艇部

門および武蔵地区の航空宇宙部門への200名を超える人員再配置を含

み（第１、６、(4)、①）、さらに事業部門の一部を切り離すいわゆる

「分社化」も含むものであった。 

４ 昭和61年９月「緊急対策」までの会社の合理化政策に対する申立人らの

活動 

(1) 「緊急総合経営対策」による旧東京第一工場および第四工場の閉鎖 

① 53年11月10日、経営危機を乗り切るため前述の海造審答申を受けた

形で、会社は、組合に対し「ⅰ 東京第一工場、東京第四工場（いず

れも当時の名称）ならびに名古屋工場の閉鎖と売却 ⅱ 人件費20％

削減 ⅲ 退職者特別措置の実施」を内容とする「緊急総合経営対策」

の提案を行った。 

  これに対して「職場活動家」らは「緊急総合経営対策は、会社の高

度成長政策の誤りによる過剰設備の廃棄であるとともに、海外進出と

エンジニアリング化に基づく、より高利潤を生みだす体制づくりを狙
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った労働者切捨てである」と主張し、門前ビラ配布、工場別懇談会を

開催するばかりでなく、自宅訪問などを行うなどした。これらビラあ

るいは懇談会の中で、同人らは退職者特別措置の撤回を求め、これを

「個別勧告（肩たたき）は行わない」「人員割り当てもしない」こと

を条件に認めるとする組合執行部の姿勢を強く批判した。 

② 11月24日、組合臨時中央委員会は、「緊急総合経営対策」について「大

勢として認めざるを得ない」とする方針を決定した。 

③ 54年２月、会社は、前記「緊急総合経営対策」の一環として希望退

職の募集を行い、全体で約4,600名の従業員がこの希望退職募集に応

じて退職する結果となった。 

(2) 東京鋳造工場閉鎖に伴う相生工場への配転問題 

① 58年１月17日、会社は「ｉ 第一次オイルショック以降、鋳造部門

は、代替品の台頭、業界の過当競争、仕事量の不足、設備の老朽化等

により、採算の悪化が顕著となって久しく、構造不況下における対応

が問題となっている。ⅱ このような状況をふまえ、鋳造部門の抜本

的改善を図るための検討を続けてきた結果、社内鋳造部門の相生への

集約を中心とする方針を決定した。ⅲ これに伴い、東京工場の鋳造

部門は閉鎖し、同部門の人員の再配置を実施する。ⅳ 実施時期は58

年４月１日とする」を骨子とする東京鋳造工場（以下「東鋳工場」と

いう。）閉鎖を組合に申し入れたうえ、同月19日、従業員を工場食堂

に集め、この会社提案を説明した。さらに、同日昼休み、東京支部Ａ

１支部長が同提案を説明した。なお、この段階では、東京工場の鋳造

部門閉鎖に伴う人員の再配置先として相生工場等が挙げられていたが、

具体的な人数等はまだ未定であった。 

② 組合は、「東鋳関係全員の雇用にかかわる問題で、執行部も真剣に取

り組む所存である」として、１月19日付で組合本部に合理化専門委員

会を設置し対応策を検討することとした。 

③ 同月21日、組合は、緊急執行委員会で「会社提案を基本的に了承す

る」ことを決定、同月24日、さらに東京支部も「特に組合員の再配置

にあたっては、本人の意向を十分尊重しながら進めるよう強く会社に

申し入れるとともに、異動に伴う諸問題の解決に全力を傾注していく」

としながらも、組合の基本的態度として満場一致で「会社提案を基本

的に了承する」ことを決定した。 

④ 同月26日、東京支部は東鋳工場食堂において昼休み職場集会を開催

した。なお、この職場集会に先立って「職場活動家」は「ｉ 充分な

討論時間を確保すること ⅱ 就業時間にくいこんでも職場集会を行

うこと ⅲ 閉鎖の是非をまず充分に討議したうえで、閉鎖承認の場

合に異動に伴う条件をめぐる討論を行うこと」を内容とする申入れを

東京支部に対して行った。 

  職場集会において東京支部は「東鋳工場閉鎖を認める代わりに注文
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をつけていく。東鋳工場の平均年齢は45歳と高いし、鋳物という職業

柄から他の職場への転換が難しい人もいるので個々人の立場を尊重さ

せる。相生への配転人員はギリギリ絞って37名である。有志から文書

で申入れもあったが、執行部はそのとおりやっているつもりである（申

入文書を読み上げる）」と説明した。 

  これに対して「職場活動家」を中心に「当該職場の労働者の意見も

聞かずに組合が（閉鎖を）決めるとはどういうことだ」とか「仕事不

足で不安だ」とか「相生から帰れる保証があるのか」とか「単身赴任

では生活が成り立たない」「相生配転の人数をもっと絞れないか」な

どの意見が出された。 

  さらに「職場活動家」は就業時間後、区民会館等において東鋳工場

閉鎖について不安を感じている労働者らを集め、集会を開催したりし

たが、ここでも上記と同様の意見が出された。 

⑤ 同年２月１日、会社は配転予定者に対する個別の説得を開始した。

この会社による配転予定者への説得活動をめぐって、「職場活動家」

は同年３月10日付および３月22日付で東京支部に対して「相生配転は

行ける人だけで打切り、これ以上の個別説得は中止せよ」「相生配転

対象者への 終意思確認を組合として行うこと、相生配転を断った者

への一切の嫌がらせや不利益取扱をさせず、会社の責任で本人の希望

する東京地区の職場を確保させること」などを内容する要請を行った。

東京支部は、この要請書を「組合の立場で常識的にやっている。責任

をもってやっているので君達はあまり心配しないように」として返却

した。もっとも、本件申立人らは、この要請行動には加わっていない。 

⑥ 同年４月１日、会社は、当初の37名の予定を10名下回る27名の従業

員を相生地区へ配転した。 

(3) 東芝深谷工場への応援派遣問題をめぐるビラ配布 

① 59年２月29日、会社は組合に対して以下の内容で株式会社東芝（以

下「東芝」という。）の深谷工場への派遣に関する提案を行った。「ⅰ

 東芝では、58年下期において人員不足が発生、ＩＨＩ（会社）に対

して人員派遣応援をしてもらいたいとの要請があった。ⅱ 当社とし

ては、不況に直面し全面的な操業不足に悩んでいるところでもあり、

東芝との諸関係も考慮した中で操業対策の一環として本要請に応じる

こととなった。ⅲ 本要請への応じ方として姫路工場へは相生地区か

ら、深谷工場へは東京地区から応じる運びとなったが、東京地区とし

ては操業面を勘案し、運産部（東京第一工場）、夕風事部（機械事業

本部タービン風水力回転機製造部の略称、東京第二工場）から派遣す

ることとしたい」。これは、東京地区に関していえば、東京第一工場

運産部および東京第二工場Ｆ工場の２部門から58年10月以降東芝深谷

工場へ派遣中であった29名の派遣期間を６か月延長し、また、さらに

派遣要員を26名増員し55名にするというものであった。 
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  組合は同年３月２日上記提案を「昨今の機械事業本部を中心とする

操業不足」「組合員の雇用と生活を守る立場」等を理由に了承した。 

② 同年３月14日、申立人Ｘ５および同Ｘ10を含む「職場活動家」は、

上記東芝深谷工場への派遣延長・要員増員に反対する立場からの主張

を記載した日本共産党石川島委員会名の「新しい石川島」を会社の門

前で配布した。 

③ 同月16日、東京支部は、東一工場運産部および東二工場Ｆ工場にお

いて支部長、数名の執行委員参加のもとに上記ビラの内容をめぐって

緊急職場集会を開催した。運産部の集会には同部所属以外の従業員を

含めて200名位が参加し、さらに会社勤労課の者も傍聴していた。集

会においては、同ビラの中の「季節労働者はいやならやめられるが、

石播の派遣者は会社を辞めなければ東芝から抜け出せない。これじゃ

タコ部屋と同じじゃないか」という記述が非難の的となり、この記述

について「デタラメだ」とか、申立人Ｘ10に対して「土下座しろ」と

か言う者もいた。さらに集会の終わりには、Ａ２東京支部委員の音頭

により「日共粉砕」という掛け声がかわされたりした。 

(4) 「職場活動家」に対する配転命令と訴訟の提起 

① 59年９月６日、東京支部Ａ１支部長は、組合の執行委員選挙の演説

の中で「・・・今みんなが東芝とかいろんなところへ行っているが、

会社は共産党員はうるさいから動かさない。『共産党なら出さないの

ならオレは共産党に入る』と組合に言ってくる人もいるくらいだ。労

働者の党、前衛党と言うなら、みんなが困っているとき、オレが行く、

みんなオレについてこいと、先頭に立つべきだ。それを自分はうしろ

に立って会社の利益を一番受けているのは共産党だ。それでいて差別

だ、差別だとビラをまいている。私は会社に対して甘い態度を改めろ

と言っている」と発言した。 

② 同年11月１日、会社は、Ｆ工場の「職場活動家」に属するＮＹに対

し航空宇宙事業本部瑞穂工場へ、同ＩＹおよび同ＩＳに対し航空宇宙

事業本部田無工場への配転を命じた。同３名は「ｉ 勤務地の重大な

変更であり、仕事もこれまでの技能を生かせない。ⅱ 『民連』の活

動に賛同しないことなどによる差別的取扱いである。ⅲ 仕事も人間

関係も好きで、この職場で働き続けたい」を理由に、組合に対してこ

の配転命令の撤回に取り組むことを要請するとともに配転命令の不当

性をビラ等に記載して訴えた。 

  60年１月、上記３名は59年11月１日付配転命令の無効確認を求め東

京地裁に提訴し、現在も係争中である。なお、３名とも異議を留めて

配転先に赴任している。 

③ さらに、61年１月１日、会社は「職場活動家」に属する運産部ＩＲ

に対し航空宇宙事業本部田無工場へ配転を命令したが、同人は、同年

５月１日、この配転命令の無効確認を求めて東京地裁に提訴した。な
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お、本件は、上記３名の事件と併合審理中である。 

５ 「緊急対策」の実施に対する申立人らの活動 

(1)「緊急対策」の実施 

① 61年９月５日、会社は、前記認定のとおり（第１、３、(2)、④）、

海運造船産業の構造不況に加え急激な円高および韓国等新興工業国群

の台頭による輸出不振等に起因する業績不振を理由として、臨時経営

協議会の場において組合に対し４点にわたる対応方針を提案した。 

② 同年10月15日、会社は、前記認定のとおり（第１、３、(2)、⑥）、

会社の申入れにより開催された組合との団交において、会社が前記９

月５日の臨時経営協議会で説明した「緊急対策」の具体的内容を提案

し、組合中央委員会は、同月25日、上記会社提案について一部修正を

求めたうえで「会社申入れは避けて通ることができないと判断せざる

を得ない」と満場一致で承認した。組合は、同月31日に行われたこの

件に関する第４回団交において、会社申入れ内容について一部修正を

加えたうえ了承すると回答した。この「緊急対策」（希望退職を前提

とする「早期勇退制度」および「早期転退職援助制度」）は同年11月10

日から12月25日までの間実施され、 終的には、全社で約6,000名（関

連会社等への出向者を入れれば、約7,000名）の従業員がこれに応募

し退職した。 

(2) 申立人らの活動 

  上記「緊急対策」の実施に対して、会社東京地区の申立人らを含む「職

場活動家」は、以下のような反対運動を展開した。 

① 組合選挙運動における宣伝活動 

  申立人らを含む「職場活動家」のうち組合役員として立候補する者

は、前記認定のとおり（第１、３、(2)、④）、「緊急対策」を含む上

記会社提案がなされた61年９月、折りから行われた組合役員選挙にお

いて、選挙ビラあるいは選挙演説の中で会社提案とこれを了承した組

合の姿勢を強く批判した。 

  たとえば、代議員に立候補したＸ11の選挙ビラでは、「7,000人人減

らし合理化をはね返し生活と雇用を守りぬく大会に」とのスローガン

を掲げ「石播労組をはじめ大企業労組がこの十数年来闘いを放棄し『賃

金自粛』『人ベらし協力』を続けてきたことが円高の根本原因」と主

張し、さらに「（配転・出向命令に対して）断われる権利を確立し配

転・出向による退職追込みを防ごう」と主張した。また同じく代議員

に立候補したＸ１の選挙ビラでも同様の主張をなすとともに、同年９

月20日付の石川島民連ビラの「急変する経営環境・業績悪化の責任が

全て、政府の政策・業界の対応・企業の経営姿勢等々にあると決めつ

け、独善的主張の繰り返しでは不安を増長させるだけであり、事態の

解決にならない。・・・・現状を正しく認識し、自らの努力で産業・

企業を守り抜き、雇用の安定を確保するという、気概に満ちた働く者
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の立場からの提言が大切である」とする主張を鋭く批判した。 

② 門前でのビラ配布等による宣伝活動 

  「職場活動家」は「緊急対策」批判を内容とする数多くのビラを作

成し、これを門前や職場集会において配布した。たとえば、「退職強

要をはね返す十二章」と題して「第一章『辞めます』と言わない限り、

辞めさせられることはありません。辞める気がないのなら、『辞めま

せん』とはっきり言うことです」、「第二章 辞められない理由を並べ

てもつけ入れられるだけです。「考えてみます』と答えるとかえって

断りにくくなります」、「第三章『辞めません』と断っているのに二度

三度と呼び出すのは退職強要そのもの。『会社の事情はわかりました』

と呼出しを断ろう」等を内容とするビラ（発行人は、石播・都労委闘

争を支援する会および石播・不当配転を撤回させる会の連名）や、「『緊

急対策』への労組対応策は徹底した職場討議で決めよう」と題して「指

名解雇に道開く緊急対策」、「一時帰休も、退職追い込みの手段」、「労

組の対応は職場討議で」等を内容とするビラ（発行人は申立人Ｘ10）

があった。 

③ 組合への要請活動 

  同年11月29日、Ｘ10を含む「職場活動家」は、「早期勇退制度、早期

転退職援助制度は本人の意思に基づくもので」あるべきところ「職場

での実態はまさに本人の意思をふみにじる退職強要」が行われている

として、東京支部に対して、早急に調査し、会社にこれ以上の説明・

説得をやめさせるよう要請した。 

④ 東京弁護士会人権擁護委員会に対する申立て 

  同年11月９日ないし62年３月20日にかけて、「職場活動家」は、８名

の者について「職制による面談での退職強要の言動のみならず、仕事

を採り上げる、ペンキ塗りや池のヘドロ掃除などをさせる、職場の名

簿から削除するなどの人格を無視した取扱をされた」として、東京弁

護士会人権擁護委員会に救済の申立てを行った。この救済申立てにつ

いて東京弁護士会人権擁護委員会は、63年２月17日、同人らの主張を

ほぼ認めた内容で会社に対して「警告及び勧告書」を出した。もっと

も、上記「職場活動家」の中には本件申立人らは含まれていない。 

⑤ 「石播の労働者と共にたたかう支援連絡会議」の結成 

  62年２月４日、「大量首切りや退職強要とたたかい、また、不当労働

行為・賃金差別、さらには不当配転とたたかう石播労働者を激励し支

援するため」として「石播の労働者と共にたたかう支援連絡会議」が

結成された。 

６ Ｆ工場における組織再編と本件出向発令の経過 

(1) 「緊急対策」実施後のＦ工場の状況 

① 61年９月末時点において、東京第二工場全体の在籍者数は360名、そ

のうち回転機製造部には約240名の従業員が在籍していた。そして同
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年11月から12月にかけて実施された前記「緊急対策」により、東京第

二工場全体で100名弱、回転機製造部で63名の従業員が退職した結

果、62年１月１日現在すなわち上記「緊急対策」直後において、同部

の従業員数は約180名となった。 

② この時点で回転機製造部の組職は、工作技術グループと、機械課、

歯車課および組立課の１グループ・３課から成っていた。 

  同部組立課の業務は、組立運転、インペラー配管および製缶組立溶

接の３業務であるが、これらを５職区が次のとおり分担していた。組

立運転はＢ10を職長とする職区（以下「Ｂ10職区」という。）とＢ11

を職長とする職区（以下「Ｂ11職区」という。）が、インペラー配管

はＢ12を職長とする職区（以下「Ｂ12職区」という。）が、製缶組立

溶接はＢ２を職長とする職区（以下「Ｂ２職区」という。）とＢ３を

職長とする職区（以下「Ｂ３職区」という。）がそれぞれ担当し、さ

らに各職区内部で班別に業務の詳細について分担していた。特に本件

で問題となるＢ12職区、Ｂ３職区およびＢ２職区の班構成については、

Ｂ12職区はＣ４班、Ｃ５班およびＣ６班の３班、Ｂ３職区はＣ７班お

よびＣ８班の２班、Ｂ２職区はＣ９班およびＣ10班の２班から成って

いた。 

③ 「緊急対策」により大量の従業員が退職した回転機製造部では、職

種別人員配置および班別綴織の両面でかなりバランスを欠く結果とな

った。 

  また、以前から、造船不況の長期化・深刻化により、回転機製造部

においては操業不足の状態が続いており、しかも、60年以降の円高等

による受注不振がこの傾向をさらに加速したので（第１、３、(2)）、61

年11月時点における62年度、63年度の操業見通しはそれぞれ75パーセ

ント、43パーセントとされていた。 

④ 62年１月21日、臨時経営協議会の席上、会社社長は、組合に対し「生

産体制の修復については各工場に一任し、職・班長が欠けたところに

ついては臨時の再編も含め工場段階で対策を講ずる。その中で安全管

理については万全を期することとする等の諸点を各事業本部長以下に

指示し、実行に着手したところである」旨説明した。 

  62年２月27日、会社が組合に説明した「昭和62年度経営方針」にお

いては、62年４月１日付で全社的組職・人事面の見直しを行う方針が

示されていたが、上記社長説明のようにその以前の段階でも「生産体

制の修復」のために「緊急対策」後に生じた人員配置の不均衡を是正

し安全管理および業務体制の整備等、「当面の修復作業」として上記

社長説明の方針に沿った対策が講じられることになった。 

(2) 昭和62年２月１日付異動の経緯 

  62年２月１日、東京第二工場回転機製造部において部内異動が行われ

た。本件に関連する組立課内部（特にＢ12職区、Ｂ３職区、Ｂ２職区）
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の異動は、「ｉ Ｂ12職区が担当していたインペラー製作のための溶接作

業は、会社独自の技術であるので仕事量の増大を見込むことはできなく

ても 小限の少数精鋭の職班体制を残す ⅱ Ｂ12職区が担当していた

配管の技術もインペラーほどでないが 小限の規模で残す必要がある ⅲ

 Ｂ３職区およびＢ２職区が担当する製缶溶接部門は慢性的な操業不足

の状態であったが、社内の他工場からの仕事の取込みに適応した体制を

作るため技術温存要員以外の者を集める」との方針で次のように行われ

た。 

① Ｂ12職区インペラー製作グループ 

  従来の１班・７名体制から１班５名体制へ縮小し、次のようにした。 

  班長       Ｃ４ 

  技能者（３名）  ＮＫ、ＭＡ、ＭＳ 

  回転部品全体の非破壊検査要員  ＫＫ（Ｂ10職区から） 

  Ｂ12職区Ｃ４班に属していた申立人Ｘ２、同Ｘ３およびＴＳはＢ３

職区Ｃ７班に異動した。異動した３名は全て「職場活動家」であった。 

② Ｂ12職区配管関係グループ 

  従来の２班・９名体制から１班・５名体制へ縮小し、次のようにし

た。 

  班長       Ｃ６ 

  技能者（４名）  ＫＴ、ＯＪ、ＳＭ、ＭＨ 

  なお、Ｂ12職区Ｃ５班のＣ５班長、申立人Ｘ４はＢ２職区へ、申立

人Ｘ８、ＳＴはＢ３職区へ異動した。異動した班長以外の３名はすべ

て「職場活動家」だった。 

③ Ｂ３職区 

  従来の２班・15名体制から１班・14名体制へ縮小し、次のようにし

た。 

  Ｃ８を班長とするＣ８班６名は同人の出向に伴い消滅し、同班に属

していた５名のうち４名（うち３名は「職場活動家」に属している。）

は、62年２月１日以降Ｂ２職区Ｃ５班に属することとなり、１名（「職

場活動家」に属していない。）は、Ｂ10職区に異動した。一方、申立

人Ｘ２、同Ｘ３、同Ｘ８、ＴＳおよびＳＲらが前記①②のとおり新た

に加わったが、これら５名はすべて「職場活動家」であった。 

④ Ｂ２職区 

  従来の２班・８名体制から３班・14名体制とし、次のようにした。 

  62年２月１日以前においては、Ｂ２職区は、Ｃ９班およびＣ10班の

２班体制であったが、同日以降、前記②のとおりＢ12職区のＣ５を班

長とするＣ５班（６名編成）を加えて３班体制となった。７名の転入

者は、Ｂ12職区のＣ５班長、同申立人Ｘ４、Ｂ３職区の申立人Ｘ１、

ＩＯ、ＫＭ、ＩＭ（ＩＭを除く３名は「職場活動家」である。）およ

びＢ10職区からの申立人Ｘ９である。 
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  以上のようにＢ２職区は８名から14名体制へと６名増員されたが、

その内訳は７名が転入し、１名が転出したものである。 

  なお、申立人Ｘ４、Ｘ２、Ｘ３らは、Ｂ12職区からＢ３職区ならび

にＢ２職区に異動後においてもＢ12職区への応援作業を行った。すな

わち、62年２月１日から同年８月末日までの全作業日130日余りのう

ち、Ｘ４およびＸ２はそれぞれ同年８月10日、同月21日までの期間を

断続的に約３分の２の作業日数、Ｘ３は19日間、Ｂ12職区への応援作

業に従事した。 

(3) 昭和62年４月１日付異動の経緯 

① 前記認定（第１、３、(4)、②）のとおり、会社は、同年２月27日開

催の社長年度方針経営協議会において、組合に対し、63年度黒字化対

策および中期事業計画のマスタープラン作りを実行に着手することが

本年度の経営に課せられた至上命題であるとの「昭和62年度経営方針」

を説明した。その中で、会社は、前記の部門間アンバランスの修復実

施の後、「63年度黒字化達成」等のための体制作りを目的として「来

る（62年）４月１日を期して組織、人事面の抜本見直しを行うことと

した」と明記していた。 

② そこで、会社は、同年４月１日付で全社的規模の組織変更および人

事異動を行い、東京第二工場回転機製造部においても次のような組織

変更・人事異動を行った。なお、東京第二工場回転橋製造部は、この

４月１日付組織変更により東京第二工場製造部と改称した。 

ア １グループ・３課体制から１グループ・２課体制へ縮小 

  製造部は、工作技術グループ、機械課、歯車課、組立課の１グル

ープ・３課の体制であったところ、歯車課と機械課を統合し１グル

ープ・２課体制に縮小した。 

イ 組立課内の職班編成の再編 

(ｱ) Ｂ12職区では、前記２月１日の異動によりＢ12職長ほか10名編

成であったところ、まず、Ｃ４班とＣ６班を統合してＣ４班とし

た。また、Ｂ10職区のＣ11班の班長Ｃ11を工作技術グループへ異

動させ、後任にＣ12を充てたが、このＣ12班を職長の業務平準化

のためにＢ12職区へ編成替えした。その結果、Ｂ12職区は、Ｃ４

班およびＣ12班の２班編成、職長ほか14名体制となった。 

(ｲ) Ｂ３職区では、前記２月１日の異動によりＢ３職長ほか14名体

制であったところ、４名減員して10名体制となった。減員となっ

た４名は全てＦ工場以外へ異動したが、このうち「職場活動家」

ＴＳおよびＳＴの２名は本社へ異動した。 

(ｳ) Ｂ２職区では、前記２月１日の異動によりＢ２職長ほか14名体

制であったところ、Ｃ９班長が生産管理部へ、Ｃ10班長が研究所

へそれぞれ異動し、Ｂ２職長が班長を兼務することとなった。旧

Ｃ９班および旧Ｃ10班の６名の班員のうち申立人Ｘ９を含む３名
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はＢ２職区に残り、他の３名はＦ工場以外へ異動した。この結果、

Ｂ２職区は、Ｂ２班およびＣ５班の２班編成、職長ほか９名体制

となった。 

(ｴ) 組立課全体を見ると、Ｂ10職区は従来の４班から３班編成へ、

Ｂ11職区およびＢ12職区は形式的には従来通りの２班編成、Ｂ３

職区は従来通りの１班編成、Ｂ２職区は３班編成から２班編成と

なった。 

  なお、62年４月１日付の組織変更・人事異動は課間異動を中心

に行われた。組立課について同課の外へ異動した者は、班長６名

（生産技術グループ４名、生産管理部１名、研究所１名）、一般

従業員６名（研究所３名、本社２名、横浜第二工場１名）である。

これらの者のうち、研究所へ異動した４名（班長１名、一般従業

員３名）は既に前記同年２月１日付の異動で研究所へ応援に出て

いたところ、この段階で正式発令されたものである。 

(4) Ｆ工場の閉鎖とＦ工場在籍者19名の異動 

① 「西三地区」から東京地区への大量異動 

  会社は、62年５月１日から７月１日にかけて、造船部門で特に多く

の余剰人員を抱えている西三地区（愛知・相生・呉）の各工場から東

京第一工場および航空宇宙事業本部の田無・瑞穂の両工場へ現業関係

要員中心に概ね200名程度の配転を行った。 

  この配転は、航空宇宙事業本部と、船舶海洋事業本部の中で防衛庁

を発注元とする東京第一工場の艦艇事業本部とに人員の不足がみられ

たために行われたものであり、両部門について全社的規模の補充が行

われた。 

  これら異動予定者のうち、相生地区からの32名が同年６月１日付の

異動発令以前に退職した。32名の発令予定者の中で東京第一工場関係

の退職者数は24名であった。なお、これら24名の職種は、艤装、塗装、

修理、電気等が大部分を占めていた。会社は、24名の退職者の追加補

充は行わなかった。 

② Ｆ工場閉鎖の決定 

  62年４月１日付で新たに発足した機械鉄構事業本部では、同年４月

中旬、同部の管理部から傘下の各事業部および同事業部直轄の工場（東

京第二工場を含む。）に対して中期事業計画ないし63年度黒字化達成

のための具体的計画の提出が指示された。 

  同年５月連休明けから、東京第二工場では、工場長、生産管理部長、

品質管理部長および製造部長が出席して部長連絡会（前記メンバーに

より毎週開催し、その都度の問題点の処理および将来の工場運営等経

営にかかわる問題について検討する会議）において資材調達コスト、

生産体制の合理化、設備投資および工場運営経費の４点にわたって上

記指示に関して検討を重ねた。なお、この検討過程の中で、「社内の



- 30 - 

管理指導体制を確立すれば、製缶溶接作業を全面的に外注製作（外作）

に切替えることは可能となるが、現に在籍している20名弱の製缶溶接

作業関係者の仕事ないし職場をどう手当するか」が問題となった。 

  同月中旬、上記部長連絡会は、東京第二工場としての「63年度黒字

化対策案」（品質確保と技術指導のための社内体制を確立する前提で

製缶溶接作業を全面的に外作化するとの方針を含む。）を管理部に提

出した。この対策案に対し、管理部は、同月下旬、「人の問題につい

ては、運産部と併せて管理部が考えるからその他の問題（外作化の実

施時期等）について考えるように」との指示をした。 

  この指示を受けて東京第二工場では、部長連絡会を開催して製缶溶

接作業の外作化にあたっての具体的問題点として、外作先企業の有無、

品質管理等の社内管理体制、外作化の時期、特殊な部品の社内の受皿

の４点にわたって検討し、「外作先企業は現在の外作先で十分対応可

能である。社内管理体制については５名程度で当面対応可能である。

時期の問題については、現在抱えている大型受託工事の製缶作業が８

月いっぱいで完了するので９月が妥当である。特殊部品の受皿として

は横浜工場ないしは関係会社である石川島造船化工機で技術的に十分

対応できる」との結論を得た。 

  同年６月初旬、上記結論を管理部に報告したところ、機械鉄構事業

部長はこれを了承、製缶溶接作業外作化の方針を決定した。 

  製缶溶接作業外作化への具体的な作業として、同年５月下旬から６

月上旬にかけて東京第二工場では、Ｆ工場に勤務する19名の従業員の

中から製缶溶接作業の全面外作化に伴う社内管理体制の確立に必要な

５名の者を人選した。すなわち、現場的な諸データー、技術、工程等

の総括継承者としてＢ２職長、全般的な技術・技能の指導者としてＣ

７班長、具体的な製缶溶接の実作業ができる技能者としてＴＩ、現図

を含めた製缶組立の実作業ができる技能者としてＩＭおよび管理的資

質を有する要員としてＳＮを適格者として人選した。 

  同年７月上旬、管理部は、東京第二工場に対して「運産部の縮小・

再編に伴う従業員の調整を含めて計63名を関係会社８社（いずれも、

会社が90数パーセントから100パーセント出資しており、その従業員

の半数以上が会社からの出向者により占められ、役員のほとんど全部

が会社出身者である。）が受け入れる」との連絡をした。そこで東京

第二工場では、管理部から示された８社のうちとくに東京第二工場の

回転機ないしは製缶溶接などの従来の業務と関連の深い３社ＩＣＰ、

ＩＨＳ、ＩＰＣおよび業務内容が鉄構構造物の取付溶接と現地での監

督業務であるＩＩＫも含めて４社を従業員の出向先として選択し、個々

人の技量、過去の経歴等を勘案しで部長、課長および職長が協議のう

え残る14名（申立人９名。申立外「職場活動家」１名。他の４名は「職

場活動家〕とは認められない。）から人選した。 
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③ 各出向先への人選 

ア ＩＣＰ（石川島風水カサービス株式会社） 

 本社所在地（出向時） 東京都中央区 

  東京第二工場で生産するコンプレッサー、ポンプ、送風機などの

据付およびメンテナンスを主たる業務とする会社であり、２名の要

請に対して、Ｃ５班長および申立人Ｘ７を人選した。 

イ ＩＭＳ（石川島汎用機サービス株式会社） 

 本社所在地（出向時） 東京都中央区 

 商品センター（申立人Ｘ９の勤務場所） 

東京都江東区 

  冷暖房機、厨房機器、食料品加工機械、給油機器その他諸機械 

 （東京第二工場の生産品目を含む）の部品販売、据付、メンテナン

スを主たる業務とする会社である。２名の要請に対して、ＩＨおよ

び申立人Ｘ９を人選した。 

ウ ＩＰＣ（石川島プラント建設株式会社） 

 本社所在地（出向時） 東京都中央区 

  産業用ボイラープラント、原子力発電プラントの据付、補修工事

を主たる業務とする会社である。７名の要請に対して、Ｂ３職長、

ＳＫ、申立人Ｘ２、同Ｘ５、同Ｘ４および同Ｘ３の６名を人選した。 

エ ＩＩＫ（石川島鉄工建設株式会社） 

 本社所在地（出向時）東京都江東区 

  橋梁、水門、荷役運搬機械等各種産業用機械の設備工事を主たる

業務とする会社である。東京第二工場の生産品目と直接関係がない

が業務内容は境地での取付、溶接、現場監督等が予定されていたの

で、その業務に対応できる者として申立人Ｘ１、同Ｘ６、同Ｘ８お

よびＩＯの４名を人選した。 

オ 各出向先における労働条件 

  会社と組合とは、出向組合員の出向期間中における労働条件など

に関して、後記の「出向取扱いに関する協定」（第１、８、(1)、②）

において、会社従業員と同様の処遇とし、労働協約、賃金協約など

を適用する旨の原則を定めている。もっとも、就業規則、労働時間・

休日および出張に関する事項については原則として出向先会社の基

準を適用することとしている関係上、右基準が会社従業員に適用さ

れる基準より下回る場合もある。たとえば、会社は完全週休二日制

であるが、出向先会社によっては土曜日に出勤することを求められ

る場合については、月間労働時間から会社の月間労働時間を差し引

いた時間を時間外労働とするなどの取扱いがなされている。 

  なお、異議を留めて62年９月１日付出向命令に応じた申立人Ｘ８

の63年中の出張の回数および期間をみると、期間10日を超える出張

が年間５、６回、そのうち も長い出張期間は約１か月（年間１回
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のみ）、また、出向発令直後の62年10月から11月にかけて約２か月

の期間にわたって出張した。 

力 各出向先における組合活動 

  「選挙規定東京支部運営細則」および63年９月14日付東京支部ニ

ュース掲載の「出向組合員の選挙権、被選挙権の行使について」に

よれば、出向組合員の「選挙権、被選挙権に係わる事業所所属は原

籍」とされ、「選挙権、被選挙権とも所属する事業所で行使する」

ことが認められている。また、選挙権の行使は不在者投票として位

置づけられ、他方、立候補者の選挙活動も保障されている。もっと

も、「出向先関係会社における選挙活動は認めない」とされている。 

④ 東京支部に対する出向に関する協議申入れ 

  同年７月20日、会社は、労働協約の定めにもとづき、東京支部に対

して出向に関する事前協議の申入れを行った。協議は、会社側が東京

労働部長、労働課長、同担当者、東京第二工場から製造部長、勤労課

長が、東京支部側からは支部長以下の三役および全執行委員が出席し

て行われた。 

  席上、まず、製造部長が62年９月１日付で製造部組立課Ｆ工場の作

業を全面的に外作に切替えＦ工場を閉鎖せざるを得なくなった背景（操

業不足ならびに社内加工の単価が外作に比較して大幅に高いことなど）

と今後の生産体制について説明した。続けて、勤労課長が人員再配置

の考え方を説明するとともに、Ｆ工場に所属する19名について配転・

出向の方針を提案した（５名が製缶溶接作業の全面外作化に伴う管理

体制の確立のために必要な要員として社内配転、残る14名が関連会社

へ出向する。）。 

  東京支部はＦ工場の作業（製缶溶接作業〉の全面外作化には「やむ

を得ない」との判断を示したが、人員の再配置に関しては「東京第一

工場の艦艇部門に対する西三地区からの異動に際し、相生からの異動

予定者のうち24名が６月１日付で退職、実際には艦艇部門に異動して

こなかったのであるから、同部門に受入れの余地があるのではないか」

との趣旨の質問をした。 

  これに対して、東京労働部長が「相生からの異動予定者のうちで退

職した24名は、溶接・取付ではなくて、むしろ艤装・塗装・修理・電

気の職種の者が大部分を占めていた。溶接・取付にしても、ほとんど

が残業でカバーできると東京第一工場長から聞いている」旨説明した

ところ、東京支部はこれを了解した。 

  同年８月４日、会社は東京支部に対して、個別の出向先、業務内容

等について具体的な申入れを行い、東京支部はこれを了承した。 

  そして同月６日、組立課朝集会において、会社はＦ工場の閉鎖を発

表した。同日昼休みに開催された組合主催の集会において、東京支部

のＡ３書記長が「会社よりＦ工場の閉鎖・人員の配転・出向の申入れ
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を受けたが、組合としては会社の申入れを了承した」旨報告した。 

(5) 出向者14名に対する意向打診の経過 

① 会社による意向打診の開始 

  翌７日、会社は、Ｆ工場所属の従業員19名全員に対し、配転・出向

先を通知し、同日から、出向予定者14名各人に対する意向打診を開始

した。 

  会社による意向打診は、人事異動を行う場合に、会社の現状、業務

上の必要性、配転先や出向先会社の状況・業務内容などを説明したり、

各人について会社が把握している以外に異動の支障となる特段の事情

の有無について確認するために慣行として行われているものである。

なお、この意向打診は、現業系従業員に対しては、直属の上司である

職長が行うのが普通であるが、課長が同席することもある。 

  上記14名に対する意向打診の結果、４名は、その場で了承したが、

申立人ら９名を含む10名はこれを拒否した。 

  すなわち、Ｂ３職長が意向打診を行った者は、申立人Ｘ２、同Ｘ３、

同Ｘ５、同Ｘ６、同Ｘ８、同Ｘ７およびＩＨの７名であるが、ＩＨの

みが出向を了承し、申立人ら６名はこれを拒否した。また、Ｂ２職長

が意向打診を行った者は、申立人Ｘ１、同Ｘ４、同Ｘ９、ＩＯ、Ｃ５

班長およびＳＫの６名であり、Ｃ５班長およびＳＫが了承し、申立人

を含む４名はこれを拒否した。なお、Ｂ３職長に対する意向打診は、

上司であるＢ13課長がこれを行い、了承されたものと認められる。 

② 出向命令を拒否した者に対する説得の経過（8月31日まで） 

ア Ｘ１ 

  ８月７日、Ｂ２職長は、Ｘ１に対して、Ｆ工場閉鎖の背景と同人

の出向予定先であるＩＩＫについて説明した。同人のＩＩＫにおけ

る予定業務内容は現地での取付・溶接の実作業および工事監督員補

助業務であり、出張期間は2、3か月程度とのことであった。同人は、

Ｂ２職長の説得に対して「Ｆ工場閉鎖は会社が仕組んだことで、俺

達が悪いんじゃない。会社の犠牲になってたまるか。これまで数十

年活動してきてここでやめたら無になってしまう。徹底的にやる」

と言った。 

  同月10日朝、Ｘ１は門前ビラ撒き活動を行った。 

  同月12日、Ｂ２職長は、午後２時40分から約１時間にわたり、再

度、Ｘ１の出向に応じられない本人事情について質した。同人は、

前回の主張に加えて「俺は今裁判の当事者だ。長期出張に行ったら

弁護士との打合せや調査ができなくなってしまう。会社はどう考え

ているんだ」と話した。Ｂ２職長は「とにかく前向きに考えて来る

よう」伝え、この日の話合いは終了した。 

  同月18日、Ｂ２職長は、午後１時40分から約１時間にわたり、再

度、Ｘ１の出向に応じられない本人事情について質した。同人が「自
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分は都労委の当事者である。出張先から裁判に出るための交通費や

休暇はどうしてくれるんだ」と話したところ、Ｂ２職長は「都労委

の件については、現在も、出向後もＸ１個人の問題だから変わりは

ない。その他は感情的なもので、いずれも出向できない事情には当

たらない」旨応じた。 

  同月21日昼休み、Ｘ１を含む10名の者がＢ13課長に文書を提出し

ようとしたが、同課長はこれを受け取らなかった。 

  同月24日、Ｘ１の所属長であるＢ13課長は、Ｂ２職長同席のうえ、

同人に対してＩＩＫ出向について内示を行ったが、同人は「撤回し

てほしい」旨の主張を繰り返した。 

  翌25日、Ｂ13課長は、職長同席で約１時間半にわたりＸ１に対し

て再度説得を行った。同人は「これまで数十年問、賃金や日常生活

で差別をされてきた。それを精算もしないで協力しろなんて応じら

れない」とか「武蔵への配転事件の中では、係争中だから対象者か

ら外したとあるが、なぜ、今回は出向なのか。断じて応じるわけに

はいかない」と主張した。これに対して、Ｂ13課長は「武蔵への配

転の時とは状況が全く異なる、母集団の中から数名を人選するのと

母集団全員が再配置の対象となるのは違う」旨説明した。 

  同月27日、同課長は、職長同席で約30分にわたりＸ１に対して説

得を行った。この日、同人は「賃金差別」や「運動会での差別」を

問題にしたが、課長は、「差別云々と今回の出向とは何ら関係ない。

とにかく前向きに考えるように」と述べた。 

  翌28日、Ｂ13課長は、職長同席で午前９時半から約30分にわたり

Ｘ１に対して説得を行ったが、Ｘ１は「賃金差別」や「レクの差別」

を持ち出し、同課長は「それと今回の出向とは関係ない」と述べる

従来の繰り返しに終わった。 

  同日午後２時40分、同課長は、Ｘ１に対しＩＩＫへの出向を業務

命令（出向期間は同年９月１日から平成元年６月30日。以下「９月

１日付出向命令」という。また以下申立人Ｘ２、同Ｘ３、同Ｘ４、

同Ｘ５、同Ｘ６、同Ｘ８、同Ｘ７および同Ｘ９に対する出向命令に

ついても同様である。）として発令した。Ｘ１は出向辞令の受領を

拒否し、「まだ９月１日までに３日も時間がある。再検討してもら

いたい」と述べた。 

イ Ｘ２ 

  ８月７日、Ｂ３職長は、Ｘ２に対してＦ工場閉鎖とＩＰＣ出向の

件について説明したところ、同人は「会社は一方的に人選して押し

つける。19名位、東二の中で働く場所はあるはずだ。子供は小さい

し出張はいやだ。受け入れる会社を本人に選ばせるべきだ」と言っ

た。 

  同月10日、Ｂ３職長は、30分にわたりＸ２に対してＦ工場閉鎖と
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出向先について説明し説得を行ったが、同人は「子供の教育で今が

一番大事である。妻が貧血で体が弱く心配だ。出張のない職場で働

けるよう再検討してくれ」旨述べ出向を拒否した。同職長はＸ２の

挙げる理由の程度では出向に応じられない事情に当たらないとして

説得したが両者の言い分は平行線を辿った。この後、同職長は８月12

日から３日間法事のため休暇を取った。 

  同月18日、Ｂ３職長は、再度、Ｘ２に対して本人事情を聞き約40

分にわたり説得したが、Ｘ２は「どう考えても行くことはできない」

と繰り返した。同職長は「感情としてはわかるが、出向できない事

情には当たらない」と述べた。 

  同月24日、Ｘ２の所属長であるＢ13課長は、同人に対してＩＰＣ

出向について内示を行い、同課長は「必要ならまた面談の場を持つ」

と伝えた。 

  同月25日、Ｂ13課長は、Ｘ２の要請に応じ同人と面談した。同人

は「自分自身にとって大変な問題なので再検討を願う」と述ベたが、

同課長は「（Ｘ２の）事情は出向できない事情に当たらない」と答

えた。 

  翌26日、Ｂ13課長は、昨日に引続きＸ２に対する説得を30分間に

わたって行ったが、この説得活動も平行線を辿った。 

  同月28日、Ｂ13課長は、Ｘ２に対してＩＰＣへの出向を業務命令

として発令した。同人は出向辞令を受領せず「妻と相談したい」と

述べた。 

ウ Ｘ３ 

  ８月７日、Ｂ３職長は、Ｘ３に対してＦ工場閉鎖とＩＰＣ出向の

件について説明したところ、同人は「子育ての大切な時期だ。家内

では手に負えない。共働きなので出張はいやだ。行き先を本人に選

ばせてくれないか」旨述べた。 

  同月10日、Ｂ３職長は、40分にわたりＸ３に対してＦ工場閉鎖と

出向先について説明し説得を行ったが、同人は「子供が大切な時だ

から長期出張は困る。共働きだから家庭の破滅だ。ＩＰＣの人に監

督員の仕事を聞いたが出来るかどうか不安だ。職長より課長と話し

たい」と述べた。 

  同月18日、Ｂ３職長は、再度、Ｘ３に対して本人事情を聞き約25

分にわたり説得したが、同人は「私は出張の職場には行くことはで

きません」と出向を拒否した。さらに「妻が低血圧で倒れることが

あり心配だ。下の子が小児喘息で季節の変り目に咳き込む」等の理

由を付け加えたので、職長は「出向できない理由とは考えられない

ので心の整理をしておくように」旨話した。 

  同月24日、Ｘ３の所属長であるＢ13課長は、同人に対してＩＰＣ

出向について内示を行い、同課長は「必要ならまた面談の場を持つ」
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と伝えた。 

  翌25日、Ｂ13課長は、Ｘ３の要請に応じ同人と面談した。同人は

「押しつけではないのか。培った技術を活かしたい」と述べたが、

同課長は「（Ｘ３の）事情は出向できない事情に当たらない」と答

えた。 

  翌26日、Ｂ13課長は、昨日に引続きＸ３に対する説得を30分間に

わたって行ったが、この説得活動も平行線を辿った。 

  同月28日、Ｂ13課長は、Ｘ３に対してＩＰＣへの出向を業務命令

として発令した。同人は出向辞令を受領したが「出向については再

検討してほしい」と述べた。 

エ Ｘ４ 

  ８月７日、Ｂ２職長は、Ｘ４に対してＦ工場閉鎖とＩＰＣ出向の

件について説明したところ、同人は「会社は我々労働者を何だと思

っているんだ。なしくずし的に人を滅らしてきて余りにも勝手だ。

徹底的にやる」旨述べた。 

  同月11日、Ｂ２職長は、40分にわたりＸ４に対してＦ工場閉鎖と

出向先について説明し説得を行ったが、同人は「会社は意図的にＦ

工場閉鎖を打ち出してきた。２月の課内編成でＦに我々を集めると

いうことをしている。会社のやり方は納得できない。出向は本人の

同意がなければだめなはずである。組合は会社の代弁をしている」

と述べ、同職長は「それは出向に応じられない事情に当たらない」

と応えた。 

  同月18日、Ｂ２職長は、再度、Ｘ４に対して本人事情を聞き約14

分間説得したが、同人は「この前に話したようにこの話には応じら

れない。（それに）共働きだ。女房は糖尿病だ。私は地域で役員を

している」と述べたのに対し、同職長は「事情はＢ13課長に伝えて

おく。感情としてはわかるが、出向できない事情には当たらない」

と答えた。 

  同月24日、Ｘ４の所属長であるＢ13課長は、同人に対してＩＰＣ

出向について内示を行い、同課長は「必要ならまた面談の場を持つ」

と伝えた。 

  翌25日、Ｂ13課長は、Ｘ４の要請に応じ約30分間同人と面談した。

同人は「出向の話は再検討してくれ」と述べ、課長は「（Ｘ４の事

情）は出向できない事情に当たらない」と答えた。 

  翌26日、Ｂ13課長は、咋日に引続き約15分間Ｘ４と面談した。同

人はＩＰＣの概要、仕事内容等質問したが、出向の件については「納

得できない」と応えた。 

  同月28日、Ｂ13課長は、Ｂ２職長同席でＸ４に対してＩＰＣへの

出向を業務命令として発令した。同人は出向辞令を受領したが「出

向については再検討してほしい」と述べた。 
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オ Ｘ５ 

  ８月７日、Ｂ３職長は、Ｘ５に対してＦ工場閉鎖とＩＰＣ出向の

件について説明したところ、同人は「なしくずし的に人を減らして

きて勝手に閉鎖するなんて会社は汚い。一方的に出向しろなんて受

け入れることはできない」と答えた。 

  同月10日、Ｂ３職長は、30分にわたりＸ５に対してＦ工場閉鎖と

出向先について説明し説得を行ったが、同人は「会社は一方的に閉

鎖する理由は何もない。19名分位の仕事はどうにでもなるはずだ。

意図的に閉鎖して勝手にあっちへ行けといっても私は受け入れるこ

とはできない。出向はあくまで本人の同意が必要だ。裁判をやって

でも争う」と述べた。 

  同月18日、Ｂ３職長は、再度、Ｘ５に対して本人事情を聞き約25

分にわたり説得したが、同人は「これまで述べてきたことが私の事

情だ」と述べた。職長は「事情については課長に伝えておく。いず

れも感情としてはわかるが、出向できない事情には当たらない」と

答えた。 

  同月24日、Ｘ５の所属長であるＢ13課長は、同人に対してＩＰＣ

出向について内示を行ったが、その際、同人は「今回のＦ工場閉鎖

は一方的すぎる。労組は該当者に対して説明等の手続を踏んでいな

い。今、一番子供に手がかかる時である。出向はあくまでも本人の

同意が必要だ。今回の出向者で、10名のうち５名が本年２月にＭ工

場（東京第二工場製造部組立課Ｂ10職区およびＢ11職区の作業場所。

Ｂ12職区も61年11月から62年２月にかけてＦ工場から移転した。）

からＦ工場へ移されたばかりで、これは会社が計画的に仕組んだ現

代のレッドパージだ」と述べた。 

  翌25日、Ｂ13課長は、Ｘ５の要請に応じ約20分間同人と面談した。

同人は「課長の話は一方的すぎる」と述べ、課長は「（Ｘ５の事情

は）出向できない事情に当たらない」と応えた。 

  同月27日、Ｂ13課長は、更にＸ５と面談して説得した。Ｘ５は「自

分の息子は現在特別の保護が必要な状況にあり、父親がそばにいて

やることが必要なので出張の多いＩＰＣには出向できない」と述べ

たので、同課長は「その必要性の内容」について調査することとし

た。 

  翌28日、Ｂ13課長は、Ｂ３職長と同席でＸ５と面談し、上記息子

の件を話題にしながら出向の説得を行ったが、同人はこれを拒否し

た。同日の午後２時、同課長は、Ｘ５に対してＩＰＣへの出向を業

務命令として発令した。同人は出向辞令を受領したが「出向につい

ては再検討してほしい」と述べた。 

③ 異議を留めて出向命令に応じた者に対する説得の経過 

ア Ｘ６ 
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  ８月７日、Ｂ３職長は、Ｘ６に対して、Ｆ工場閉鎖の背景と同人

の出向予定先であるＩＩＫについて説明した。同人はＢ３職長の説

得に対して「やり方が汚い。俺たちが悪いんじゃない。経営者が悪

いんだ」と述べた。 

  同月10日午前10時から約10分間、Ｂ３職長は再度Ｘ６の出向に応

じられない本人事情について質した。同人は「職長、今日の門前ビ

ラを見てくれ。そうするとわかるから・・・職長とは同じ立場だか

ら話したくない。課長と話をしたいと伝えてほしい」と述べた。 

  同月19日、Ｂ３職長は、午後２時半ころ約10分間、Ｘ６の出向に

応じられない本人事情について質した。同人は「ビラを見てくれた

か。会社のやり方は不当だ。撤回してもらいたい」と答え、これに

対してＢ３職長は「ビラなんか関係ない。出向できない事情はない

のか。ただ行きたくないだけでは子供と一緒だぞ。自分のことなん

だからよく考えてくれ」と述べた。 

  同月24日、Ｘ６の所属長であるＢ13課長は、Ｂ３職長同席のうえ、

同人に対してＩＩＫ出向について内示を行ったが、同人は「会社は

一方的すぎる。撤回してほしい」旨主張した。 

  翌25日、Ｂ13課長は、職長同席で約25分の間、Ｘ６に対して再度

説得を行った。同人は「一方的に出向ではなく本人の意見を聞くべ

きである。会社は誠意がない。３か月前ころから発表すべきだ。１

か月では短かすぎる。もう一度考え直してもらいたい。本人の同意

が必要だし、私は納得できない。撤回してもらいたい」と述ベた。 

  同月27日、Ｂ13課長は、職長同席でＸ６に対して説得を行った。

同人は「いくら考えても出向する気になれない。私は会社で差別を

受けてきたし、今回の出向は不当労働行為だ。撤回してもらいたい」

と述べたが、Ｂ13課長はＸ６の指摘する「差別」と今回の出向は無

関係である旨説明した。また、同日午後２時ころ、Ｂ13課長がＸ６

の出向予定先であるＩＩＫ東京メンテナンス部が独立する件につい

て補足説明したところ、Ｘ６は「ますます行きたくなくなった。課

長は前から知っていたはずではないか」と述べた。 

  翌28日、午後１時50分、Ｂ13課長はＸ６に対しＩＩＫへの出向を

業務命令として発令した。Ｘ６は出向辞令の受傾を拒否し、「まだ

時間もあるので誠意を示してもらいたい」と述べた。 

イ Ｘ８ 

  ８月７日午後２時10分から約15分間、Ｂ３職長は、Ｘ８に対して、

Ｆ工場閉鎖の背景と同人の出向予定先であるＩＩＫについで説明し

た。同人は職長に出向先や出向期間について細かい質問をした後「よ

く検討したいのでこのパンフレットが欲しい。出向のタライ回しは

ないだろうな」と述べたので、Ｂ３職長は「パンフレットは部数が

ないのでここで見てくれ。出向のタライ回しなんかない。土日よく
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考えてきてくれ」と答えた。 

  同月11日午後１時15分から約45分にわたって、Ｂ３職長はＸ８に

対しで再度出向先の説明を行い、同人の本人事情について質した。 

  同人は「操業不足にしたのは会社の責任で見通しも明らかにして

ないで閉鎖するのは不当だ」等主張した。これに対して職長は「出

向できない事情があれば具体的に話してくれ」と言い、パンフレッ

トは翌週まで貸すことにした。 

  同月18日午後３時から約10分間、Ｂ３職長はＸ８の出向できない

本人事情について質した。同人は「職長に言っても仕方がないとＸ５

に言われてきた。課長と話したい。俺は出向しない」と答え、職長

は「出向できない事情はないのか。もっと前向きに考えてくれ」と

述べた。 

  同月24日、Ｂ３職長同席で、Ｘ８の所属長であるＢ13課長は同人

に対してＩＩＫ出向について内示を行ったが、同人は「とにかく撤

回してくれ」と主張した。 

  翌25日、職長同席で約15分間、Ｂ13課長はＸ８に対して再度説得

を行った。同人は「出張、出張で結婚もできない。私生活の破滅だ。

会社は俺の賃金差別をしている」と述べたが、職長は、それは出向

できない事情に当たらないと反論した。 

  同月27日、職長同席で約15分間、Ｂ13課長はＸ８に対して説得を

行った。同人は「これまで差別待遇を受けてきたし、出向先でもそ

うなるから出向するわけにはいかない。俺の家族は現在バラバラに

暮らしており、出向したら益々バラバラになる」と述べた。 

  同日午後１時45分ころ、Ｂ13課長がＸ８の出向予定先であるＩＩ

Ｋ東京メンテナンス部が独立する件について補足説明したところ、

Ｘ８は「課長は前から知っていたはずではないか。教えてくれない

のが気にくわない」と述べた。 

  翌28日、午後２時ころ、Ｂ13課長はＸ８に対しＩＩＫへの出向を

業務命令として発令した。Ｘ８は出向辞令の受領を拒否し、「まだ

時間もあるので誠意を示してもらいたい」と述べた。 

ウ Ｘ７ 

  ８月７日午後１時30分から約15分間、Ｂ３職長は、Ｘ７に対して、

Ｆ工場閉鎖の背景と同人の出向予定先であるＩＣＰについて説明し

た。同人は「仕事がないからといって一方的に動かすなんて会社は

人情がない。東二工場の中か東一工場の中で働けないのか。誰かと

代われないのか。俺は監督のようなことはできないと思う。子供が

アレルギーで１週間に１回医者通いしている。共稼ぎなので困った

な」と述べた。 

  同月11日午前10時ころから約30分にわたって、Ｂ３職長は、Ｘ７

に対して再度出向先の説明を行い同人の本人事情について質した。
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同人は「共稼ぎのうえ、三女のアレルギーのため食事療法のために

退社後市川へ買物に行かなければならない。腰痛持ちでもある。会

社は勝手に閉鎖して出向しろなんてできない」と述べ、職長は「時

間もまだあるから、始めからできないじゃなくて、工夫できないか

どうか奥さんとも相談してくれ」と話した。 

  同月19日午前10時ころから25分の間、Ｂ３職長は、Ｘ７の本人事

情について質した。同人は「三女のための買物は、週に１回特定の

店にパンを買いに行くもので、妻の勤務先は丸の内であって妻が代

わるのは無理である。保育園の迎え、食事の世話も手伝わなければ

ならない。他の人のようなとってつけたような理由ではない。出向

は本人の同意が必要だと聞いている」等と述べ、これに対して職長

は「パンの件は冷凍庫を使うなど工夫できないか。奥さんや奥さん

のお母さんの協力を得ることも考えてくれ。腰痛の件もいつも１、

２日で良くなるようだし出張先でも休めるじゃないか。出向に本人

の同意が必要という点については会社は労働協約にそって考えてい

る」と答えた。 

  同月24日、Ｂ３職長同席で、Ｘ７の所属長であるＢ13課長は同人

に対してＩＣＰ出向について内示を行ったが、同人は「会社は一方

的すぎる。本人の意見を聞くべきだ」と主張した。 

  翌25日、職長同席で約25分間、Ｂ13課長はＸ７に対して再度説得

を行った。同人は「一方的に出向でなく本人の希望するところに行

かせるべきだ。家庭の事情を会社は真剣に考えてくれるべきだ。俺

がいないと女房に負担がかかりすぎる。努力しろといわれてもこれ

以上できない」と述べたが、職長は、それは出向できない事情に当

たらないと反論した。 

  同月27日、職長同席で約15分間、Ｂ13課長はＸ７に対して説得を

行った。同人は「いくら考えても出張のある会社には出向できない」

と述べ、これに対して課長は「奥さんも良いお祖母さんもいること

だから家庭で協力すれば良い面もでてくるんじゃないか」と答えた。 

  翌28日、午後2時ころ、Ｂ13課長はＸ７に対しＩＣＰへの出向を

業務命令として発令した。同人は出向辞令を受領したが「とにかく

取り消してくれ」と述べ、業務命令に対しては同意しなかった。 

エ Ｘ９ 

  ８月７日Ｂ２職長は、Ｘ９に対してＦ工場閉鎖の背景と同人の出

向予定先であるＩＨＳの業務内容（ＩＨＳにおける同人の業務は部

品管理で出張はないことなど）について説明した。同人は「一方的

な閉鎖なんて納得できない。私はクレーン職一本でやってきたので

出向しても仕事はできない。ＩＨＳの部品関係だったらコンピュー

ターもあるだろうが私はできない」と述べた。 

  同月11日午後１時40分から約40分にわたって、Ｂ２職長は、Ｘ９
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に対して再度出向先の説明を行い同人の本人事情について質した。

同人は「この出向には応じられない。今後については我々の仲間10

名で対策を考える。私はクレーンの仕事をやっていきたい。腰痛で

過去に入院経験もある。Ｆ工場の閉鎖は前から会社が計画的に仕組

んだことだろう。ＩＨＳでは人がそれほど欲しいわけではないらし

い。そんな所へ行ったらまた差別される」と述べ、職長は「Ｆ工場

の閉鎖は全く予想していなかったことで、あまり勝手に空想するな。

腰痛にしても今度の職場の方がはるかに楽になるだろう」と答えた。 

  同月18日午後４時ころから10分間、Ｂ２職長はＸ９の本人事情に

ついて再度質した。同人は「佃工場の閉鎖のときは尊重されたのに、

今回はＭ工場からＦ工場にシフトされたこと自体から異常なことで

応じられない。Ｍ工場に返して欲しい」と述べた。これに対して職

長は「佃工場の時と今回では事情が異なるんだ。理解する努力をし

ないとダメだぞ。前向きに考えろ」と答えた。 

  同月24日、Ｂ２職長同席で、Ｘ９の所属長であるＢ13課長は同人

に対してＩＨＳ出向について内示を行ったが、同人は「Ｍ工場に戻

してもらいたい。とにかく撤回してくれ」と主張した。 

  翌25日、職長同席で約15分間、Ｂ13課長はＸ９に対して説得を行

った。同人は「Ｆに再配置して閉鎖で出向だなんて不当だ。慣れ親

んできた仕事をしたい。私は事務の仕事はできない」と述べた。こ

れに対して課長は、それは出向できない事情には当たらないと反論

した。 

  同月27日、職長同席で約15分間、Ｂ13課長はＸ９に対して説得を

行った。同人は「私はＭの人間だからＭに帰してくれ。ＩＨＳでは

いずれ出張のある部門に動かされるのでないか」と述べた。これに

対して課長は「腰痛の問題もあるし、貴方には今度の職場は恵まれ

ているよ。職場は何回も言うように社内での部品管理だ」と答えた。 

  翌28日、午後２時ころ、Ｂ13課長は、Ｘ９に対しＩＨＳへの出向

を業務命令として発令した。同人は出向辞令を受領したが「とにか

く撤回してくれ」と述べ、業務命令に対しては同意しなかった。 

④ 終意思確認および出向辞令の交付等 

  同月31日午前10時半、申立人らは勤労課職員による出向先別説明会

に出席したり、９月１日の初出社日の待ち合わせ場所の地図の受取り

に応じたりした。 

  同日午後4時過ぎ、Ｂ13課長が申立人らに対して出向の 終確認を行

ったが、同人らは「再検討してくれ」との主張を繰り返した。午後５

時20分になって、Ｂ13課長は組立課全員を集め、９月１日付異動予定

者19名の名前と異動先を紹介したうえでこの19名を課員の前に出そう

としたが、19名中申立人ら９名を含む10名は前に出ようとしなかった。 

  ちなみに、東京支部による出向者に対する意向確認は８月27日午後
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に行われ、東京支部のＡ４支部長、Ａ５およびＡ６執行委員らが各出

向先別に出向予定者に対して意向確認を行い、「組合としても出向に

応じられない事情とは考えられない」と伝えた。 

⑤ ９月１日付出向命令の更新 

  会社は、平成元年７月１日付で申立人Ｘ６、同Ｘ７および同Ｘ８に

対して元年７月１日から３年６月30日までの期限付で各出向先への出

向命令を発令し、さらに３年７月１日付で申立人Ｘ６および同Ｘ７に

対して３年７月１日から５年６月30日までの期限付で各出向先への出

向命令を発令した。なお、前記認定（第１、１、(3)、①、クケ）の

とおり、申立人Ｘ９は元年３月31日付で、同Ｘ８は同年12月20日付で

依願退職している。 

(6) 懲戒解雇に至った者５名に対する説得経過（62年９月１日以降） 

① 出向発令当日朝のビラ撒きとその後の説得経過 

  同年９月１日朝７時50分ころ、会社による本件出向に関する意向打

診の間一貫して出向命令を拒否し続けてきたＦ工場関係申立人９名を

含む前記10名の者は他の「職場活動家」らと共に東京第二工場の門前

でビラ撒き活動を行った。そして、８時ころ、申立人Ｘ６、同Ｘ８、

同Ｘ７、同Ｘ９およびＩＯの５名はそれぞれ出向先に赴いたが、申立

人Ｘ１、同Ｘ２、同Ｘ３、同Ｘ４および同Ｘ５の５名は、出向に応じ

られない旨の「通知書」を読み上げたりするなどして出向先に出掛け

ようとしなかった。そこで、会社は、これら５名の者を東京第二工場

会議室へ入れて出向命令に応じるよう説得を行った。 

  会社による説得活動は、午前中は前記５名の申立人らの所属長であ

るＢ13課長によってそれぞれ個別に行われ、午後は会社勤労課の職員

も加わって行われたが５名は態度を変えることはなく、午後５時すぎ、

会社は、翌９月２日は始業時までの出向先に出社するように業務命令

を出し、出向先の地図および連絡先を渡した。 

② 当委員会に対する実効確保の措置申立ての経過 

  申立人らのうちＸ１およびＸ10が賃金・昇格差別の是正を求めて当

委員会に対して救済申立てを行っていたこと（都労委昭和51年不第101

号、同53年不第26号、同54年不第64号、同55年不第50号および同56年

不第76号）は前記認定（第１、２、(4)）のとおりであるが、右申立

てに関連して62年８月24日付で実効確保の措置申立てを行った、その

趣旨は「本件申立人９名およびＩＯに対する出向の内示を撤回し、同

人らと誠意を尽くして協議しなければならない」というものである。

次いで、８月31日付で本件申立てに関連して、「本件審査が終了する

までの間、本件申立人９名に対する昭和62年９月１日付出向命令の実

施を留保し、また同命令に従わないことを理由として申立人ら９名に

解雇等の不利益処分を課してはならない」との実効確保の措置申立て

を行った。 
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  当委員会は、同年９月２日、８月24日付の申立てについて調査を行

い、同事件担当の公労使三者委員名により口頭で「当人の事情を聞き、

協議するように」との趣旨の要望をした。その結果の報告については、

８月31日付の実効確保の措置申立てのための調査日（９月22日に予定。）

に併せて聴取することとなった。 

  同月21日、申立人らは、８月31日付の申立てについて「本件審査が

終了するまでの間、本件申立人９名に対する昭和62年９月１日付出向

命令の実施を留保し、被懲戒解雇者目録記載の本件申立人ら５名への

昭和62年９月14日付懲戒解雇の効力を停止しなければならない」旨変

更した。 

  同月22日、同年10月26日および同年11月24日、前記変更された８月31

日付実効確保の措置申立てについて当委員会の調査が行われ、同年11

月24日付で「申立人と会社は、円満解決に向けてあらためて別途話し

合いをされたい」との口頭要望が担当三者委員によりなされた。 

③ ９月１日から９月７日付就業禁止処分までの経過 

  会社は、同年９月２日、出向発令されたにかかわらず出向先へ赴か

なかったＸ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４およびＸ５の５名について説得を重

ねたが何ら進展はなかった。 

  さらに、同月３日、上記９月２日付の口頭要望に対応する形の個人

面談が行われた。同日午前８時半ころ、Ｘ１ら５名は東二工場の警備

員室前から、会社勤労課員によりゲストルーム201号に案内され暫く

待機した後、順次個別に別室204号室へ呼び出された。204号室では、

東京第二工場Ｂ14勤労課長、同製造部組立課Ｂ13課長および勤労課員

２名の計４名が個別に呼び出された申立人らに対応した。個別面談の

概要は以下のとおりである。 

ア Ｘ１ 

  同人が「賃金差別で係争中の別途事件への影響があるから組合活

動上不利益になる」旨述べると、会社は「自由にやれ」と答えた。

さらに同人が「相生からの異動予定者がやめたのだから東京地区に

申立人らの働く場所があるのではないか」と質したところ、会社は

「充足できた」と答えた。 

イ Ｘ２ 

  同人が「会社は希望を聴取することなく、いきなり長期出張の多

いＩＰＣへの出向をおしつけてきたのでないか。今年の２月にＭ工

場のＢ12職区からＦ工場のＢ３職区に移されたのは、Ｆ工場の閉鎖

を見越して自分を追い出すためではないのか」と質したところ会社

は「一人ひとりから希望を聞いていたのでは会社の機構が成り立た

ない。（２月の異動と今回の閉鎖とは）関係ない」と答えた。また、

同人は重ねて妻の健康状態等の問題により長期出張が家庭崩壊につ

ながると主張したが、会社は「客観的に行けない事情に該当しない」
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と述べた。 

ウ Ｘ３ 

  同人が妻子、実父および本人の健康状態を「出向に応じられない」

事情として再度指摘したが、会社は「特段の事情に当たらない。再

検討の余地がない」と答え、また、同人が「Ｍ工場は現在忙しいし、

東二工場特機部に（同人が出向を命じられている）ＩＰＣから２名

来ている」と指摘したことについては「あくまでも能力者が応援に

きているだけ」と答えた。 

エ Ｘ４ 

  同人が「今年の２月にＦ工場に配置換えされるまでいたＭ工場に

戻してほしい」と述べたところ、会社は「余剰をかかえ、受け入れ

られる状態ではない」と答え、また、同人が重ねて糖尿病の持病を

持つ妻の健康状態等の事情を説明したことに対しては「特段のこと

とは認めがたい」と答えた。 

オ Ｘ５ 

  同人が「自分の溶接一本の技術が出向先では活かされない。特別

の保護が必要な状況にある長男をかかえ、妻と協力してその指導監

督に当たらなければならないので、長期出張の多い出向には応じら

れない」と重ねて主張したことに対して、会社は「特段の事情とは

認められない」と答えた。 

  以上、双方の主張に何ら変化は見られなかった。 

  同月４日、会社は、上記５名を個別に順次各人が出向に応じられな

い事情を質したうえ、「各人の事情は出向に応じられない事情に当た

らない」とした。同日午前10時ころ、会社は、上記５名を順次呼出し、

９月７日までの自宅待機を命令するとともに９月７日午後３時に出社

することを各人に対して指示した。 

  同月７日午後３時、会社は、出社した上記５名の者に対して改めて

出向に関する 終確認をしたが５名いずれも出向拒否の回答を行った。

そこで、会社就業規則第75条２号では「異動または出向・派遣を命ぜ

られた者が正当な理由なくこれを拒んだとき」懲戒解雇に処すると規

定され、さらに、同規則第72条では「従業員に懲戒解雇に該当する行

為があったときは、その処分が決定するまで就業を禁止する」とも規

定されているところから、会社のＢ14勤労課長は「５名の出向拒否の

態度に変化がなく、しかも５名が述べている事情はいずれも特段出向

に応じられない事情には当たらない」と判断し、就業規則に基づく

終処分（懲戒解雇）を決定するための手続を進めるため、上記５名全

員に就業禁止を命じたうえ、懲戒調書原案を作成し東京地区懲戒委員

会の委員長であるＡ７東京労働部長に申請した。 

④ 懲戒解雇処分の決定 

  同月10日、Ａ７東京労働部長は、東京地区懲戒委員会を開催した。



- 45 - 

出席者は、会社の東京労働部長、労働課長、東京第一工場勤労課長、

東京第二工場勤労課長、豊洲人事グループ課長および江東業務課長で

あった。委員会は「ｉ 本件の出向は、住居の移転を伴うものでなく、

基本的な処遇が変わるものでない。ⅱ ５名の者が主張している事情

というものは、社会通念に照らして出向を取り止める事情には当たら

ない。ⅲ ５名の者が真剣に自分の事情を解消するよう努力している

様子も窺えず、そればかりでなく、面談の 中にメモを取るなどして

事をかまえる準備をするような印象もある。となれば、同人らの事情

とは、出向に応じられない事情ではなく出向に応じたくない事情と判

断せざるを得ない」旨判断し、原案どおり上記５名の者に対する処分

を「懲戒解雇」とすることを決定した。 

  同月11日、本社懲戒委員会が開催された。出席者は、会社の人事勤

労総括部長、人事部長、担当課長の外、前記Ａ７東京労働部長および

Ｂ14東京第二工場勤労部長らである。本社懲戒委員会も上記東京地区

懲戒委員会と同様に懲戒解雇を決定し、同日付で会社社長の決裁を得

て、上記５名に対する 終処分が確定した。 

  同月14日、会社は、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４およびＸ５の５名に対

して 終確認を行ったうえで懲戒解雇処分に付した。 

７ 運産部における組織再編と本件出向発令の経過 

(1) 「緊急対策」実施後の運産部の状況 

① 「緊急対策」実施前の運産部の在籍者数は約190名（うち現業直接員

は約130名）であったが、61年11月から12月にかけて実施された前記

「緊急対策」により約60名が退職したため、在籍者数は約130名（う

ち現業直接員は約80名）に減少した。また、希望退職を職種あるいは

技能の質と関係なく募った結果、職種間のバランスや技能水準の面に

おいても大きな影響をもたらすものとなった。 

② 前記認定（第１、３、(3)、②）のように、運搬機械事業部は、60

年２月、エンジニアリング部を新設した。これは、59年度以降の運産

部における生産の急激な減少に対応するため長年培ってきた設計・生

産・据付・試運転調整等の技術、ノウハウ、各種管理技術を有機的に

関連づけてより付加価値の高い製品の生産を行うことを内容とするエ

ンジニアリング志向を強める目的で行われたものである。 

  さらに、運搬機械事業部は、生産部門についてもこの考え方に沿っ

た見直しを行い、その結果、従来のように運搬機械のすべてを自社生

産するのでなく、官公需向けの生産、試作機械の生産、難しい品物の

試運転調整を行う基幹工場に特化し、その生産を通じて国内の生産拠

点に生産技術を供給する方向に進むべきであるとの方針を決定した。

これを受けて、運搬機械事業部の生産部門である運産部としては、中

小型機械の外作化、分散している工場の一部廃止、倉庫の集約等を行

うなどして、上記方針の具体化を図っていた。 
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③ 61年秋、会社は、前記認定のとおり（第１、３、(2)、⑤）、「中期事

業計画と70年ビジョン」を発表した。この中で、伝統製品分野につい

て「伝統製品生き残りのため市場環境、競合状況、技術的差別化の可

能性を十分見極め、収益重視の経営に徹する。見込みのないものは勇

断をもって縮小・転進をはかる」旨の基本方針が述べられたが、運搬

機械も「伝統製品」分野に位置づけられていた。 

(2) 運産部再編の具体化 

① この会社方針に基づき、Ｂ16運産部長は、前記認定の「生産地図委

員会」（第１、３、(2)、⑤）に対して「ⅰ 現状の運産部では効率的

な生産ができないこと ⅱ 適性規模を確保しつつ63年度黒字化を達

成するためには、生産地図委員会の基本方針どおり、運搬機械の類似

製品である橋梁、鉄構造物の部門である横浜第一工場との集約、再編

成を考えるべきであること ⅲ 集約の候補地としては、造船工場と

して発足した東京第一工場より横浜第一工場に集約・再編成すべきで

あること」との内容の意見具申を行った。 

② 62年３月、前記「生産地図委員会」の答申が出され、その中で東京

第一工場運産部は横浜第一工場に集約・再編成するとの方針が打ち出

されたので、運産部としては、この答申に沿って運産部の集約・再編

を進めるよう検討した。 

  その結果、同年５月下旬、運産部は下記内容の縮小・再編計画の大

綱を決定し、同大綱は同年６月上旬に開催された常務会において正式

に承認された。 

ア 運産部の集約・再編の実施時期は、会社における昭和62年下期年

度の開始時期、すなわち62年10月１日付とする。 

イ 運産部の部長・課長の基幹職を除く人員98名（その内訳は管理グ

ループ18名、工場課80名となっていた。）の配属先は、横浜第一工

場28名（内工場課から27名）、運搬機械事業部エンジニアリング部

門13名（内工場課から４名）、同部管理部８名（内工場課から８名。

なお、この８名は後記日本航空株式会社成田工場への派遣者である。）、

関係会社出向49名（内工場課から41名）とする。 

③ 横浜第一工場に異動させる28名の内訳は、東京第一工場から移転・

集約する運搬機の生産体制や規模に関する運産部と横浜工場との折衝

の結果、直接員24名および間接員４名とすることとし、この中に、職

長２名、班長10名を含めていた。なお、機械加工の部門については、

コスト面から外作化の方針が決定されたので横浜への異動対象から除

外され、設備については、運搬機械として独自のもの以外は移転しな

い方針が採られた。 

  次に、会社は、運産部の機能維持およびエンジアリング部門強化の

ために運搬機械事業部のエンジアリング部門へ異動することとした13

名について以下のように決定した。すなわち、運産部の機能維持のた
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めの要員として、材料管理要員９名および資料整理要員１名の計10名

を人選したが、これらの業務は、従来、いずれも運産部の管理グルー

プが担当していた業務であるので、当時の担当者をそのまま異動させ

ることを原則とした。なお、運産部管理グループにおけるこれら業務

は11名で担当していたが、この中からエンジニアリング部門に異動し

た者は９名で、残る１名は工場課で図面整理を担当していた者（63年

退職予定）を人選した。また、部門強化（外注製作指導）のための要

員として、外作先の技術・製作指導を行う生産技術要員３名を工場課

から人選した。その内訳は、現図・工作図の外注製作指導の担当者と

してＭＷ（パソコンを使用して業務を行っていた。他工場への応援、

外作先への製作指導の経験が豊富である。）、罫書の外注製作指導の担

当者としてＴＷ（他工場での罫書指導、応援の経験が豊富である。）、

機械組立の外注製作指導の担当者としてＣ13班長（外作先における組

立指導の経験や、他工場における運搬機の製作指導の経験が豊富であ

る。）の３名である。これら３名の人選基準は、今後運搬機械部門が

ますます外作化比率を上げていく方針であったため、外注製作指導の

経験の有無によっていた。 

  申立人Ｘ10および同Ｘ11は、現図・工作図の指導、機械組立・機械

罫書の指導等の経験はない。 

  なお、横浜工場への異動者および運搬機械事業部のエンジニアリン

グ部門への異動者の人選については、Ｂ16運産部長の指示により、運

産部工事課の人選はＢ17課長が、管理グループの人選はＢ18課長が同

年６月上旬から中旬にかけて行った。また、当時、日本航空株式会社

の成田工場に派遣中の者８名（出向予定期間は61年４月から63年３月。

但し、元年３月まで延長された。）について、会社は、運搬機械事業

部の管理部にその籍のみを置くこととした。これは、この８名につい

ては派遣途中で復帰させることができないため、そのまま派遣を継続

させるとしたためである。 

④ 以上の経過により、同年６月中旬、Ｂ16運産部長の責任で運産部の

基幹職を除く従業員98名のうち49名の者の配属が決まったが、残る49

名の処遇については、機械鉄構造事業本部の管理部が検討の結果、関

係会社へ出向させるという方針を決定した。関係会社との出向人員等

の折衝は上記管理部が行い、出向先と出向先別人員が確定したのは同

年７月初旬であった。 

⑤ 同年８月12日、会社は、上記運産部の縮小・再編について労働協約

の定めにもとづき組合と協議した。 

  席上、会社側は運産部の縮小・再編に至る背景事情、今後の生産体

制の再編に伴う異動・出向につき以下のような具体的方針の申入れを

した。「ｉ 運産部従業員の一部を横浜第一工場に異動し、横浜地区

内に鉄構・運搬機の生産拠点を置く（異動人員28名）。ⅱ 運搬機械
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事業部エンジニアリング部を強化する（異動人員21名。但し日本航空

株式会社への派遣者８名を含む）。ⅲ 生産の縮小に伴い出向を行う

（異動人員49名）。ⅳ 異動の時期は昭和62年10月１日とする」これ

に対して、組合側は「基本的に了承。但し、細部については支部で具

体的に対応してもらいたい」と回答した。 

  同年８月17日、さらに、会社は前記異動・出向について東京支部と

協議した。席上、会社は「異動・出向に対する基本的考え」を示し、

「ｉ 該当者の事情を十分尊重する。ⅱ 具体的人選は、異動・出向

先における業務の必要性、各人の能力、適性等を総合勘案して行う」

とした。また、会社は「異動・出向の人選基準」を示し、「ｉ 横浜

第一工場については、運搬機械製造技術の伝承および鉄構、運搬機械

等の生産に必要な人材とする。ⅱ 運搬機械事業部エンジニアリング

部については、その強化に必要な人材とする。ⅲ 関係会社について

は、受け入れ会社の要請および予定業務に適応可能な人材とする」と

し、さらに、個別の配属先についても併せて説明した。 

  同年８月19日、会社は、前記内容の運産部の縮小・再編に伴う運産

部従業員の異動・出向計画を発表した。同日昼休み、東京支部は運産

部合同職場集会を開催し、前記異動・出向計画について組合側の説明

を行った。そして、東京支部は同月25日、26日の両日にわたって職場

集会を開催したが、この集会で、申立人ら職場活動家は異動・出向先

の労働条件、異動出向にあたっての人選基準について質問した。 

  同月26日、東京支部は、運産部の縮小・再編に伴う運産部従業員の

異動・出向計画を「基本的に了承する」との回答をした。 

(3) 申立人らに対する意向打診の経過 

① 関係会社出向者に対する人選 

  前記経過により、決定している出向先（人員数）とは、ＩＩＫ（15

名）、ＩＹＫ（17名）、ＪＰＳ（12名）、ＩＰＣ（１名）、石川島汎用ボ

イラー株式会社（１名）および石川島検査計測株式会社（３名）の６

社であり、これらの関係会社への出向者の人選は、62年７月初旬から

同年８月初旬にかけて、各関係会社から聞いた要請および職務の内容、

さらに出向予定者の適性を考慮して行われた。なお、関係会社出向者

の人選についても先の横浜工場への異動者および運搬機械事業部のエ

ンジアリング部門への異動者の人選と同様、Ｂ16運産部長の指示によ

り、運産部工場課の人選は同課のＢ17課長が、管理グループの人選は

同グループのＢ18課長が行った。 

  本件申立人Ｘ10および同Ｘ11の出向先はそれぞれＪＰＳおよびＩＹＫ

であり、その概要は以下のとおりである。 

ア ＪＰＳ（日本駐車場サービス株式会社） 

 本社所在地（出向時） 東京都千代田区 

  会社およびその関連会社の納入する機械式立体駐車場設備の整備、
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改補、据付ならびにアフターサービスを主たる業務とする。申立人

Ｘ10の勤務場所の東京第一サービスセンターの所在地も本社と同じ

（出向時）。運産部からは、経理および営業部員として各１名、サ

ービスエンジニアとして10名が人選され、申立人Ｘ10は製品の保守・

点検を行うＪＰＳ東京サービスセンターのサービスエンジニアとし

て人選された。 

イ ＩＹＫ（石川島輸送機株式会社） 

 本社所在地（出向時） 東京都千代田区 

  各種クレーン、コンベア、機械式立体駐車場の製造・据付のほか、

自社および会社製造のクレーン等の納入先を巡回しての点検・修理

等を主たる業務とする。運産部からは、総務および営業各１名、物

流機械、パーキング、運搬機械の工事監督員９名、工事計画２名、

工数管理１名、サービスエンジニア３名が人選され、申立人Ｘ11は

ＩＹＫ第二物流機械部の工事監督員として人選された。 

ウ 各出向先における労働条件 

  各出向先における労働条件はＦ工場申立人の場合（第１、６、(4)、

③、オ）と同様であり、たとえば、Ｘ10の出向予定先であるＪＳＰ

では、隔週週休二日制であるが、完全週休二日制の会社と比較して

労働時間が増加する差については時間外扱いとして賃金が支給され

ている（第１、７、(3)、②、ア）。 

エ 各出向先における組合活動 

  各出向先における組合活動については、Ｆ工場申立人の場合（第

１、６、(4)、③、カ）と同様である。 

② Ｘ10およびＸ11に対する意向打診の経過について 

  同年８月28日から、運産部における異動者に対する意向打診が行わ

れたが、この段階で、会社による意向打診に対して同意しなかった者

は23名であった。これら会社による意向打診に同意しなかった23名は

「職場活動家」であり、23名全てが横浜第一工場および関係会社に配

属予定となり、東京第一工場の運搬機械事業部エンジニアリング部門

に配属予定となった者は皆無であった。 

  同年９月17日、上記23名は、会社に対して、連名で「運事部（運搬

機械事業部）の再編にともなう異動、出向に関する申し入れ」として

「東京第一工場ないしは東京地区の他の事業所に技能と経験、希望が

活かせる職場と仕事を確保するよう強く求める」旨の申入れを行った。 

  同月29日に行われた辞令交付にあたって、上記の者のうち９名がそ

の受領を拒否した。しかし、翌30日、これら９名の者は異議を留めて

各出向先へ仮就労する旨の意思表示を行い、同年10月１日、各出向先

へ着任した。 

  本件申立人Ｘ10および同Ｘ11についても、関係会社出向者として人

選され、異議を留めて出向先へ赴任したものであるが、同人らに対す
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る意向打診の経過は以下のとおりである。 

ア Ｘ10 

  Ｘ10に対する意向打診は、８月28日から９月30日までの間に８回

にわたり、前半はＢ４職長により、後半はＢ17課長により行われた。 

  意向打診の面談の中で、Ｘ10は「ｉ 東京第一工場で旋盤の仕事

をしたい、それが不可能なら東京地区内で自分の技能を活かせる職

場をさがしてもらいたい。ⅱ 出向すると組合運動ができなくなる。

ⅲ 出向先では労働条件が低下する」旨主張した。この主張に対し

て、Ｂ４職長およびＢ17課長は、運産部が縮小・再編に至る事情、

Ｘ10が横浜第一工場要員として人選されなかった理由、また同人が

エンジニアリング部門にも人選されなかった理由、さらに同人がＪ

ＰＳへの出向者として人選された理由について説明した。 

  すなわち、Ｂ４職長およびＢ17課長は、Ｘ10の個人的人選経過に

ついて「Ｘ10が横浜第一工場要員として人選されなかったのは、運

産部の縮小・再編において、機械加工は外作化するとの方針が決め

られており、機械加工職自体横浜への異動対象にはなっていなかっ

たからである。また、同人がエンジニアリング部門にも人選されな

かった理由は、エンジニアリング部門における業務が外作先での製

作・技術指導であることから、入社以来旋盤工として勤務し技術指

導の経験の皆無であった同人に比べ、他に適任者が多数存在するこ

とによる。そして、同人のＪＰＳで予定されていた業務内容が立体

駐車場の保守点検であり、この業務は、機械または電気の技術を必

要とし、この観点から運産部における機械加工職である同人を人選

した。しかも、以前、同じ機械加工職からＪＰＳのサービスエンジ

ニアとして出向した者が現在勤務中との事実もある」旨説明した。 

  さらに、「ＪＰＳの場合、隔週週休二日制であり、完全週休二日

制の会社と比較すると労働時間が増え、労働条件が低下する」との

労働条件に関するＸ10の疑問に対しては「この労働時間の差につい

ては、時間外扱いとして賃金を支給しており、できるだけ出向によ

って労働条件に差が生じないよう配慮している。」旨説明した。 

  同年９月24日、Ｂ17課長は、Ｘ10に対しでＪＰＳ出向の内示を行

った。 

  同月29日、Ｂ17課長は、Ｘ10に対してＪＰＳへの出向を業務命令

（出向期間は同年10月１日から平成元年６月30日。以下「10月１日

付出向命令」といい、申立人Ｘ11についても同様である。）として

発令した。当初、同人は出向辞令の受取りを拒否した。しかし、同

人は、同日実施された出向先別説明会に出席し、翌30日、Ｂ17課長

と面談後、出向辞令を受け取った。 

イ Ｘ11 

  Ｘ11に対する意向打診は、上記Ｘ10と同様、８月28日から９月30
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日までの間に８回にわたり行われたが、前半の意向打診はＢ４職長

により、後半の意向打診はＢ17課長により行われた。 

  意向打診の面談の中で、Ｘ11は「ⅰ 運産部で働きたい。それが

無理ならば東京地区の他の場所で技能が活かせる職場を捜してほし

い。ⅱ 出張の多い職場は嫌だ。ⅲ 組合運動ができない職場は嫌

だ」等と主張した。これに対して、Ｂ４職長およびＢ17課長がＸ10

の場合とほぼ同様の説明・説得を行った。 

  すなわち「Ｘ11が横浜第一工場要員として人選されなかったのは、

確かに（Ｘ11の担当業務である）鉄工仕上は異動対象職種であった

が、既にキーマンとしてＣ14班長が人選されていたし、枠が１名の

みであったからである。また、同人がエンジニアリング部門にも人

選されなかったのは、要請の中に鉄工仕上はないし、Ｘ10と同様、

Ｘ11も技術指導の経験を持たないので、指導要員として人選される

ことはない。そして、同人のＩＹＫで予定されていた業務は各種コ

ンベアの現地据付工事の工事監督員であり、運産部の中では鉄工仕

上が も技術を活かせる職種である。また、同人は、図面の読解力

もあり、対人折衝能力の面でも、コンベアの現地据付工事の工事監

督員に適任である」旨説明したが、Ｘ11は同意しなかった。 

  同年９月22日、Ｂ17課長は、Ｘ11に対してＩＹＫ出向の内示を行

った。 

  同月29日、同課長は、Ｘ11に対してＩＹＫへの出向を業務命令と

して発令しようとしたが、当初、同人は出向辞令の受け取りを拒否

した。しかし、同人は、同日実施された出向先別説明会に出席し、

翌30日、Ｂ17課長と面談後、出向辞令を受け取った。 

③ 10月１日付出向命令の更新 

  会社は、元年７月１日付で申立人Ｘ10および同Ｘ11に対して元年７

月１日から３年６月30日までの期限付で各出向先への出向命令を発令

し、さらに３年７月１日付で両名に対して３年７月１日から５年６月30

日までの期限付で各出向先への出向命令を発令した。 

８ 人事異動に関する就業規則、労働協約およびその運用の実情 

(1) 会社における出向に関する就業規則、労働協約上の定め 

① 出向に関する就業規則上の定め 

  会社の就業規則第11条は「業務上の都合により、従業員に対し異動

（転籍、転勤、勤務地変更、職種転換）または出向、派遣させること

がある。出向、派遣の細部については別に定める。２．前項の場合、

正当な理由がなければこれを拒むことはできない」と定めている。人

事異動に関する上記の現行就業規則の定めに、異動の規定に新たに「出

向」の規定が明文化されたのは45年10月１日付の改定時からであり、

本件申立人らは、いずれも上記就業規則第11条が改定された45年10月

１日より以前に入社している。 
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  同じく会社の就業規則第12条は「前条により異動または出向を命ぜ

られた場合は、発令日を除き勤務地の異ならないものは２日、付近地

は４日、その他は１週間以内に事務引継を完了し、勤務地に赴任しな

ければならない。ただし、特別の事由により前期間内に赴任し難いと

きは、あらかじめ所属長の許可を要する」と定めている。 

② 出向に関する労働協約上の定め 

  会社と組合との間の労働協約第52条は「会社は組合員の出向につい

ては『出向取扱いに関する協定』により行う」と定めている。なお、

会社と組合が同協定を締結したのは48年12月１日、施行されたのは49

年１月１日である。 

ア 出向の定義 

  「出向取扱いに関する協定」第１条で「出向とは、会社が組合員

をして国内における他の企業または団体（以下「出向先」という。）

に勤務させ、その間従業員としての身分を保有したまま出向先の指

揮命令にしたがい業務に従事することをいう」と定めている。 

イ 出向期間および更新 

  同協定第３条で「出向は、原則として２年を単位とする。ただし、

都合により、２年未満の出向ならびに期間更新をすることがある」

と定めている。 

ウ 出向の手続 

  同協定第４条で「(2)会社は組合員に出向を命ずるときは、該当

者の事情を十分尊重して行う。(3)出向を命ずるときの内示は１週

間前迄に行う。ただし、住居移転を伴う場合は２週間前迄に行う」

と定めている。なお、同条で「(1)会社は次の事項について組合ま

たは支部に説明する。①出向先および目的②出向人員・氏名・コー

ド・出向前所属③出向先における出向者の勤務地・職務・職分④出

向期間⑤出向先における処遇⑥その他・・・・・(6)本条の説明に

ついては組合・支部に意見のあるときは協議する」とも定めている。 

エ 出向期間中における処遇 

  同協定第６条で「(1)出向者は会社従業員と同様の処遇とし、労

働協約・賃金協約・就業規則、その他福利厚生に関する定めを適用

する。ただし、次の事項は原則として出向先基準を適用する。①就

業規律に関する事項②労働時間・休日に関する事項③出張旅費に関

する事項」と定めている。 

オ 出向期間中の更新手続 

  同協定第８条１項で「会社は第３条に基づき、出向期間を更新す

るときは次の手続を行う。(1)会社は組合員に出向期間の更新を命

ずるときは、期間満了２か月前に該当者の事情を十分尊重して行う。

(2)出向期間の更新を命ずるときの内示は、１週間前迄に行う。(3)

会社は前各号の手続を経た後出向先と覚書の交換を行う」と定めて
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いる。 

カ 出向者の復帰 

  同協定第９条で「会社は出向者の復帰にあたっては次により行う。

(1)原則として原籍に復帰させる。(2)所属の廃止などで前号により

えないときは本人の意向を十分に尊重し、前歴その他を考慮して決

める」と定めている。 

キ 出向の制限 

  同協定第11条で「会社は組合員の出向について次の制限を遵守す

る。(1)出向先から他に出向を命ずることはない。ただし、実態と

して出向先に変化のないような場合は、これを含まない。(2)出向

から復帰後原則として１年以内に再び出向を命ずることはない」と

定めている。 

ク 苦情処理 

  同協定第12条で「出向の内示をうけた組合員が出向について苦情

あるときは、労働協約に定める苦情処理委員会に申出ることができ

る」と定めている。 

(2) 会社における出向発令の手続と出向の実態 

① 会社における出向発令の手続の進め方 

  会社における出向発令の手続きの進め方は概略以下のとおりである。 

  労働協約第49条では「組合員の出向について、会社は事前に組合ま

たは支部に説明する」と定めている。右協約に定めた手続き終了後、

所属長は、出向該当者に対して意向打診を行う。この意向打診は、前

記認定のように主として出向や転勤が発令される場合に慣行的に行わ

れている手続きであり、就業規則や労働協約の特段の定めによりなさ

れているものではない。意向打診の中で、会社が日頃把握していなか

った事情が存在し、社会通念に照らして転勤や出向に応ずることが極

めて困難であると判断される場合には、発令の見直しを検討すること

になる。なお、現実に発令が取止めになった事例は極めてまれである。 

  意向打診の結果、発令を見直さなければならない特段の事情が存し

ないときは、原則として１週間前までに（住居移転をともなう場合に

は２週間前までに）本人に対する内示が行われた後、当該出向発令予

定日に正式発令される。 

  なお、出向更新の場合も、上記出向発令とほぼ同様の手続きを辿る。 

② 会社における出向の実態 

  会社における出向者数（管理職を含む）は、平成５年４月１日で3,068

名となっており、過去10年の変化をみると、その数は漸増している。

すなわち、58年2,279名、59年2,341名、60年2,397名、61年2,871名、62

年2,400名、63年2,503名、平成元年2,826名、２年2,789名、3年3,020

名、4年2,982名と推移している。 

  また、会社における平均出向期間は５年３月末で6.0年となっており、
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更新回数についての限度も特段定められていない。 

  出向者の平均年齢は５年３月末で47.8歳であるが、会社において出

向時の年齢そのものを考慮することは特段なく、出向の目的によって

定年年齢直前の者が出向することもあるし、反対に入社間もない者が

出向することもある。 

(3) 会社における懲戒解雇処分について 

① 会社就業規則第75条は「従業員が次の各号の一に該当するときは、

懲戒解雇に処する。ただし、情状により出勤停止または減給にとどめ

ることがある」として懲戒事由を(1)から(25)まで挙げており、会社

は、本件の場合は「(2) 異動または出向・派遣を命ぜられた者が正当

な理由なくこれを拒んだとき」に該当すると主張している。 

② 同規則第70条では「(5) 懲戒解雇：予告期間を設けないで即時解雇

する」と定め、さらに、会社賃金規定第46条では懲戒解雇時の取扱い

として「懲戒解雇されたときは、退職金を支給しない。ただし、情状

により特に『自己都合による退職金』の５割を限度として支給するこ

とがある」と定めている。なお、本件懲戒解雇された申立人らが退職

金を受領したとの事実はない。 

③ なお、会社就業規則第79条は普通解雇について「従業員が次の各号

の一に該当するときは、30日前に予告して解雇するか、30日分の平均

賃金を支給して即時解雇する」と定め、普通解雇事由を(1)から(5)ま

で挙げているが、その中に「(3) 事業上の都合によるとき」がある。 

第２ 判  断 

１ 当事者の主張 

(1) 申立人らの主張 

① 本件出向および懲戒解雇にかかる会社の全体的意図 

  会社は、組合内で「職場活動家」として「組合員を主人公とした組

合運営を進めるため」活発に活動を続け、さらに会社が労働者の生活

を無視して労使一体化した組合とともに強行した「緊急対策」等の人

減らし経営合理化政策に反対して断固として闘う申立人らの組合活動

を嫌悪していた。本件出向は、円高不況を理由とした大合理化計画の

実施を口実に申立人らを社内から放逐し、あるいは申立人ら「職場活

動家」の労働組合活動上の影響力を弱めたり無くしたりするために、

一般労働者との接点を断ち切る狙いをもって行われたものである。本

件出向命令に異議を留めて応じた申立人らは、出向先において劣悪な

労働条件の下で、経験や技能を活かすことのできない作業に従事させ

られるなど各方面にわたる著しい個人的な不利益ばかりでなく、組合

活動の面においても深刻な制約を受けており、他方、出向命令を拒否

した申立人らは、就業禁止処分さらには懲戒解雇処分を受けることに

より職業生活上 大の不利益を被ることになった。 

② 昭和62年２月１日・４月１日付異動について 
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  Ｆ工場の製缶溶接作業の全面外作化とこれに伴う同工場の閉鎖は、

会社の中期事業計画を具体化した措置ということができる。したがっ

て、会社は、中期事業計画が策定された61年秋ころからＦ工場閉鎖を

検討し、62年２月１日付で行われた製造部の部内異動および同年４月

１日付で行われた他部門への異動等を、それより以前の段階で既に製

缶溶接作業の全面外作化を見通したうえで、日頃その組合活動を嫌悪

していた申立人らを閉鎖予定のＦ工場へ集中することを目的にして行

ったものである。 

  なお、会社は62年２月１日付で申立人ら４名を含む「職場活動家」

の全員（６名）が在籍していたＢ12職区から同職区の業務の縮小を理

由に後に閉鎖するに至ったＢ３・Ｂ２職区に異動させながら、引続き

同人らをＢ12職区での応援作業に従事させていた。このことからみて

も上記Ｂ12職区の縮小に業務上の必要性は存在しない。 

③ Ｆ工場の閉鎖および運産部の縮小・再編について 

  会社は本件出向命令が円高不況による会社経営の破綻を避けるため

やむなく実施した合理化の一環であると主張している。しかし、本件

Ｆ工場の閉鎖ないし運産部の縮小・再編計画は、伝統製品分野を敢え

て外作化する方針の下に実施されたものであり、その必要性・合理性

そのものに重大な疑問がある。百歩譲って上記経営合理化の必要性を

認めたとしても、会社は、東京地区の他工場への配転可能性の余地が

あったにもかかわらず、会社は理由もなくこれを無視して本件出向命

令を強行したものである。 

④ 出向対象者の選定について 

  会社はＦ工場の製缶溶接部門を閉鎖するに当たり、それまで上記作

業を担当していたＢ３・Ｂ２職区在籍者19名のうちから５名を会社に

残すこととし、その余の申立人ら「職場活動家」10名を含む14名を出

向対象者としたのであるが、申立人らの製缶溶接関係の技能や経験は、

出向対象から除外された上記５名と比べて全く見劣りするものではな

く、人選に当たって「職場活動家」を狙い撃ち的に排除しようとした

意図があったことは明白である。 

⑤ 本件出向命令および懲戒解雇処分の手続について 

  さらに、この出向命令は、会社と組合との出向に関する協定第４条

第２号「会社は組合員に出向を命ずるときは、該当者の事情を十分尊

重して行う」との定めにも違反する不当なものである。そして、申立

人のうち６人は異議を留めて出向先への赴任に応じたものの、５名の

者が出向に応じられない家庭状況、各出向先における低劣な労働実態

および組合活動上の制約のため、会社に対して継続協議を求め続けて

いたところ、会社は、申立人らの行った断固たる出向拒否闘争への報

復として全く短兵急にこの５名に対して懲戒解雇処分を課したもので

あり、本件出向発令手続および懲戒手続の過程には、何がどうあろう
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と「職場活動家」である申立人らを会社外に放逐するという会社の不

当労働行為意思が露呈している。 

⑥ 本件異動・出向および懲戒解雇の不当労働行為性 

  以上要するに、Ｆ工場における62年２月１日付異動、同年４月１日

付異動および同年９月１日付出向命令は、申立人らを社外に放逐する

意図でなされた一体のものとして、労組法第７条第１号および同条第

３号に該当する不当労働行為であり、運産部における同年10月１日付

出向命令も、労組法第７条第１号および同条第３号に該当する不当労

働行為である。 

  さらに、出向を拒否した申立人Ｘ１、同Ｘ２、同Ｘ３、同Ｘ４およ

び同Ｘ５ら５名に対する同年９月７日付就業禁止および同月14日付懲

戒解雇の各処分も、本件出向命令の拒否に籍口して「職場活動家」に

属する申立人らを永遠に会社職場から排除し労働組合を弱体化し意の

ままに支配する一方、申立人ら５名に対しては、「懲戒解雇」という

職業生活 大の不利益を課したものとして、労組法第７条第１号およ

び同条第３号に該当する不当労働行為である。また、会社は、本件出

向命令の後、２年毎にこれを更新しているのであるが、この出向命令

の更新もまた、当初の出向命令の不当労働行為を継続しようとするも

のとして不当労働行為と認められるべきである。 

(2) 被申立人の主張 

① 経営の合理化と本件出向命令の業務上の必要性 

  Ｆ工場の閉鎖ならびに運産部の縮小・再編は、会社の中期事業計画

達成および63年度黒字化対策のために必要且つ合理的な措置であった。

そして、これらに伴い、その所属員については、必要 小限の要員を

残す以外他の職場に移さざるを得ず、その全員の職場を会社内に求め

ることは当時の状況から著しく困難であった。そこで、Ｆ工場におい

ては14名、運産部においては49名併せて63名を関係会社へ出向させる

ことにしたのであって、これは従業員の雇用の確保を図りつつ会社の

苦境を打開しようと努めた措置である。 

  また、これらの出向における人選は極めて合理的かつ妥当なもので

あった。元来、人の配置は会社の専権に属し、それが著しく合理性を

欠き人事権（裁量権）の濫用と認められる場合でない限り、第三者が

妄りにその当否を云々することは許されないというべきである。まし

て、本件出向における人選の妥当性という場合、元の組織に留まりう

る人数枠はごく限られたものであったから、当然その要員としての適

性を十分に具えている者が選抜される必要があった。 

  加えて、会社の経営合理化により出向を命じられたのは申立人らだ

けでなく、他に多くの従業員も同様に出向発令を受けている。出向発

令者63名中Ｆ工場においては10名、運産部においては23名の者が出向

命令に対し異議申立てを行い、さらにそのうちの11名が本件申立人と
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なったが、一方、異議申立てもせず出向命令に従った者が30名もいる

ことを考えれば、申立人らのみを特別扱いする訳にいかないのも自明

の理である。 

② 昭和62年２月１日・４月１日付異動について 

  会社が62年２月１日付および同年４月１日付異動で申立人らを閉鎖

予定のＦ工場に集中後、関連企業へ出向発令することによって職場排

除を企てたとの申立人主張には理由がない。 

  すなわち、会社が62年２月27日組合に対し経営協議会の席上示した

「昭和62年度経営方針」は、「緊急対策」実施後の対応として、62年

４月１日付をもって全社的に組織、人事面の見直しを行う方針を明ら

かにしてはいたが、これに先立って、「緊急対策」実施の結果がはっ

きりした62年１月時点において回転機製造部内に限った形で安全の確

保、仕事の円滑な遂行および製缶溶接作業の一部外作化ならびに特殊

溶接技能が必要なインペラー配管作業に 小限度の要員を確保する等

のために職班体制の見直し、人の再配置を緊急に進めた。これが回転

機製造部における同年２月１日付異動の基本趣旨である。 

  したがって、今後のあるべき生産体制のための抜本的な組織の見直

しは、むしろ62年４月１日付組織改正により類似製品分野を一つの事

業本部にまとめることによって従来の事業体質を見直した後の課題で

あった。社内コスト低減という経営方針を実現するため製缶溶接作業

を全面外作化するとなれば、当然これまでその作業に従事してきた従

業員にそれに代わる仕事を見つけなければならないし、それが実現で

きず職場を閉鎖する外ない場合にはそれらの作業者達を引き受ける職

場を確保する必要がある。こうした問題の性質上、新年度（62年度）

になって責任体制を確立した上で外作化の問題に取り組み、東京第二

工場としては、同年５月下旬に至り、製缶溶接作業の全面外作化と外

作への切替え時期を９月とすることに決定したのである。だから、２

月１日付および４月１日付異動をＦ工場閉鎖と一体のものとしてとら

えるべきではなく、この閉鎖・縮小・再編・出向発令の全体が申立人

らグループを職場から排除しようとして仕組まれたものだとの申立人

らの主張は余りにも荒唐無稽というほかない。 

  なお、２月１日付異動によりＦ工場に異動した申立人らをＢ12職区

への応援作業に従事させたのは、既納製品の修理改造がこの異動時期

に集中したことによる一過性の作業のためであった。 

③ 出向発令に至る手続および拒否者に対する懲戒解雇処分について 

  申立人らに対する出向命令は、会社の就業規則および労働協約に定

める要件、手続を充足した正当なものであり、会社が意向打診以降申

立人らと何回も面談の場を持ち、会社の置かれた状況、Ｆ工場を閉鎖

せざるを得なかった事情、出向先の説明、そして各人の事情なり理由

が出向を拒否する正当な理由に当たらないことも併せ、説得に説得を
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重ねても申立人らの翻意するところとならなかったまでである。そし

て、度重なる面談中、申立人らには、会社に個人的事情を分かっても

らおうとする努力、態度、真剣さは全く感じられなかった。そして、

このような申立人らの中でも被解雇者５名の独善的態度は一際抜きん

でたものであって、被解雇者５名は会社の再三にわたる説得にもかか

わらずどうしても出向先に赴任しようとしなかったため、業務命令拒

否の理由をもって懲戒解雇処分としたものである。申立人らが本件出

向命令に異議をもっていたからといって、そのことは、当然に会社が

同人らを出向先に赴任させ得ないことを意味するものではない。同人

らは、出向命令に応ずることが家庭生活の破壊につながるから応じら

れないというのでなく、むしろ、運動論上の戦略として出向命令を拒

否した旨を言明しているのであって、そのような恣な業務命令拒否が

会社において許される道理は全くない。 

④ 本件出向命令および懲戒解雇処分の正当性 

  以上のとおり、申立人らに対する本件出向命令はいずれも正当なも

のであり、更に、社会通念に照らして何らこれを拒否する正当な理由

もなく、上司の説得に全く耳をかそうとしないまま出向命令を拒否し

続けて出向先に赴任しなかった申立人ら５名に対する本件懲戒解雇は

当然の処分としてこれ亦正当である。これらの出向命令ならびに懲戒

処分を不当労働行為であるとする申立人らの主張はすべて理由がない。 

⑤ なお、会社は、本件出向命令を発した後、２年毎にこれを更新して

いるのであるが、この出向命令の更新もまた、当初の出向命令が不当

労働行為に該当しないことの当然の帰結として不当労働行為とはいえ

ない。 

２ 当委員会の判断 

(1) Ｆ工場の閉鎖および運産部の縮小・再編の業務上の必要性について 

  申立人らは、本件出向命令の業務上の必要性の存在、すなわちＦ工場

閉鎖および運産部の縮小・再編の必要性・合理性そのものに重大な疑問

があると主張しているので、まず、その点を判断する。 

① 48年秋にいわゆる「第一次オイルショック」が惹起したことにより

海運造船業界が「構造不況」と称せられる事態に立ち至ったこと、「第

一次オイルショック」によって会社の造船受注は激減し造船部門にお

ける収益状況の悪化が会社の経営に深刻な影響を与えたこと、53年７

月に出された海造審答申に従って、会社が一部の工場で新造船からの

撤退および船台の廃止を決定したこと、加えて54年２月に会社が「緊

急総合経営対策」の一環として希望退職者の募集を行い会社全体

で4,600名の従業員が退職したこと、56年から58年にかけて市況はや

や回復したものの「省エネ化」の進展により再び舶舶の余剰が顕在化

し造船各社の業績悪化はさらに深刻化したことは、前記認定（第１、

３、(1)、①～④）のとおりである。 
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② 60年９月の先進５か国蔵相会議を契機として円高傾向が昂進し、61

年秋には為替レートが35パーセント上昇して１ドル150円まで急上昇

した結果、会社の輸出に依存する部門は受注不振と操業不足を生ずる

ことになったこと、そしてその影響は輸出依存度の高い造船部門にお

いて深刻であったこと、さらに造船業界では韓国を始めとする新興工

業国群の追い上げが激しくこの面でも造船部門の国際競争力が低下す

ることになったこと、受注高の落ち込みに伴い61年度決算において会

社発足以来初めての無配に転落したことは、前記認定（第１、３、(2)、

①②）のとおりである。 

  そして、61年６月、海造審が「今後の造船業の経営安定及び活性化

の方策について」と題する答申において造船設備の20パーセント削減

を打ち出したことに対応し、会社は、同年９月５日の臨時経営協議会

に４点にわたる経営構造の転換に関する方針（造船設備の削減、生産

体制全体の見直し、中期的ビジョンの策定、「緊急対策」の必要性）

を提案したこと、同年10月15日、会社が組合との団体交渉において「緊

急対策」（希望退職を前提とする「早期勇退制度」および「早期転退

職援助制度」）を提案したこと、同年11月10日から12月25日の間「緊

急対策」が実施された結果、全社で約6,000名（関連会社等への出向

者まで含めれば約7,000名）の従業員が退職したことも、前記認定（第

１、３、(2)、③～⑥）のとおりである。 

③ 以上のような40年代から60年代にかけての会社の経営状況の推移を

みるならば、48年に起きた「第一次オイルショック」以降、構造的な

不況に悩まされていた造船業界において、60年以降、急激な円高現象

が付加された結果、造船各社の経営状況は一層悪化し、会社は運輸大

臣の諮問機関である海造審の答申を受けた形で造船設備の削減と人員

削減（＝緊急対策）に踏み切ったものと認めるのが相当であり、さら

に、この大規模な人員削減策を含む合理化政策を実施したのは被申立

人会社のみならず、同業各社が同様の経営判断を行ったことが公知の

事実であることも併せ考えるならば、「緊急対策」自体は全く経営環

境の変化に対応した会社の経営政策の一環とみるのが自然である。 

④ Ｆ工場を含む東京第二工場では、従来、船用タービンを中心に生産

していたが、前記「構造不況」と称せられる船舶部門における深刻な

不振の影響ならびにタービンエンジンからディーゼルエンジンへの技

術革新の結果、53年度限りで船用タービンの生産を中止し「海から陸

へ」と製品分野の転換・展開を余儀なくされていた。しかし、新規陸

上分野での受注は困難を極め、全体として操業不足、赤字経営に悩む

状態であった。東京第二工場の62年度の操業度および人員を45年度と

それぞれ比較すると５分の１および７分の１に激減しており、このこ

とは、とくに製缶作業を行うＦ工場において顕著であった（第１、３、

(3)、①）。そして「構造不況」と急激な円高によって、会社全体の経
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営状況が極度に悪化していることからすれば、「中期事業計画と70年

ビジョン」（第１、３、(2)、⑤）や「昭和62年度経営方針」（第１、

３、(4)、②）等で示されているような黒字化達成のための諸施策の

実施が、会社経営の当面の至上命題となることも当然である。そして

東京第二工場のような工場部門においても、「63年度黒字化」の実現

に向けて生産コスト削減の方策を会社が講ずることを逃れる訳にいか

ないことはいうまでもない。その場合に、製缶溶接部門のうち、会社

特有のノウハウである特殊溶接技能を温存継承するために 小限度の

要員を残す一方で、従来比較的多数の要員を置いていた製缶溶接作業

については、技能指導および品質管理のための必要 小限度の要員を

確保した上で、全面的に外作に切り替えるべく、同作業部門のＦ工場

の閉鎖に踏み切ったことは、工場経営上やむをえない措置であったと

いわざるを得ない。 

⑤ 運産部では、国内外の需要の大幅減退により59年ころからその操業

が急激に落ち込み、この傾向は円高基調の定着により価格競争力をつ

けた韓国等新興工業国群の追い上げや国内の後発メーカーの新規参入

等の要因によりさらに悪化した（第１、３、(3)、②）。こうした状況

に対応して、会社は、運産部要員の派遣・出向を試みたり、定年退職

等の自然減少の補充を行わないなどしたりしたが、「エンジニアリン

グ化」（これまで蓄積してきた技術やノウハウを有機的に関連づけて

より付加価値の高い製品の生産を行うことを内容とする。）の基本方

針に基づいて、60年２月、運搬機械事業部にエンジニアリング部を新

設し、運搬機械事業部の生産部門である運産部としても、中小型機械

の外作化、分散している工場の一部発止、倉庫の集約等を行うことに

よって上記方針の具体化を図っていた（第１、７、(1)、②）。 

  こうした経営状況の下で、61年秋、会社が発表した「中期事業計画

と70年ビジョン」では、荷役運搬機械を含む伝統製品分野の生産体制

について「類似製品・部品を取り扱う工場の集約・再編成」を進める

という方針を打ち出し、この会社方針に基づいてＢ16運産部長が生産

地図委員会に対し「運産部について、造船工場として発足した東京第

一工場より、大型の荷役運搬機械の組立に適した横浜第一工場（運搬

機械の類似製品である橋梁・鉄構構造物の生産を行っている）に集約・

再編成すべきである」との意見具申を行い、さらに62年３月、生産地

図委員会の「東京第一工場運産部は横浜第一工場に集約・再編成する」

旨の答申が公表された（第１、７、(1)、③～(2）、①②）。 

  この一連の経過をみれば、運産部の縮小・再編は、経営環境の変化

に対応するために業務上の必要性に基づいてなされものということが

できる。 

⑥ 以上、要するに、Ｆ工場閉鎖および運産部の縮小・再編の必要性・

合理性そのものに重大な疑問があるとの申立人らの主張に理由はない。 



- 61 - 

(2) Ｆ工場における62年２月１日付および同年４月１日付異動について 

  申立人らは、特にＦ工場の場合、会社が、申立人らの行った組合活動

を嫌悪して、本件出向命令に先立って行った人事異動（62年２月１日付

および同年４月１日付人事異動）により申立人ら「職場活動家」を既に

閉鎖を予定していたＦ工場に集中させた後、当該部署を閉鎖・出向発令

したものである旨主張しているので、まず、この点を判断する。 

① 62年２月１日付異動 

ア 東京第二工場回転機製造部における62年２月１日付の部内異動で

は、同年９月１日付で閉鎖されることになるＢ２職区ならびにＢ３

職区に新たに異動した８名のうち７名までが申立人Ｘ２、同Ｘ３、

同Ｘ８、同Ｘ４、同Ｘ９を含む「職場活動家」であることが認めら

れ（第１、６、(2)、①～④）、確かに外見からすれば、申立人らが

主張するような「職場活動家」集中を画したとみえないこともない。 

  そして、会社が申立人ら「職場活動家」の前身集団たる「はぐく

み会系集団」の行った正当な組合活動を嫌悪して同集団に所属する

別件申立人ら（申立人Ｘ10および同Ｘ１を含む。）の51年度から55

年度の査定を低評価し、同期間の同人らの職区分・等級・定期昇給

成績金額・臨時手当等を低位に押さえたこと（第１、２、(4)、②）、

「職場活動家」に対する賃金差別に対して申立人らが抗議したとこ

ろ、会社職制が暗に処分を窺わせる発言をしたりしたこと（第１、

２、(2)、③）、申立人らが事実上職場の親睦行事から排除されたこ

とを抗議しても、会社はこれに対して何らの措置を講ずることがな

かったこと（第１、２、(2)、③④）、「緊急総合経営対策」から「緊

急対策」に至る大規模な人員削減を内容とする会社の経営合理化政

策に対して申立人ら「職場活動家」が激しい抵抗運動を行ったこと

（第１、４および５）等の会社における過去の労使関係の経緯から

すれば、申立人らが、会社によって「職場活動家」としてマークさ

れ自らの行う反合理化を目的とした組合活動を理由に閉鎖予定の部

署（Ｆ工場）に集中させられたとの疑いを抱いたとしても全く故な

しとすることもできない。 

イ しかしながら、前記認定（第１、６、(1)、①～③）のとおり、61

年11月から12月にかけて行われた「緊急対策」により、Ｆ工場を含

む東京第二工場回転機製造部でも約240名の従業員のうち63名もの

大量の従業員が退職し、担当作業別の人員配置および班別組織の両

面でかなりバランスを欠く状態を生じたこと、このため会社は、62

年１月21日の時点で経営協議会の席上、組合に対し、「緊急対策」

後の「生産体制の修復については各工場に一任し、・・・臨時の再

編も含め工場段階で対策を講ずる」こと、および上記臨時の再編に

関し「その中で安全管理については万全を期することとする」旨を

明言し、すでにこのことを「事業本部長以下に指示し、実行に着手
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した」としているところからみると（第１、６、(1)、④）、東京第

二工場回転機製造部内の２月１日付異動も会社の示した上記の趣旨

を体して行われたものと一応認めることができる。 

ウ 会社は、前記認定（第１、６、(2)）のとおり、２月１日付で申

立人ら４名を含む「職場活動家」の全員（６名）を将来にわたり存

続させる方針のＢ12職区から、その後閉鎖されるに至るＢ３、Ｂ２

両職区に異動させながら、その後も引続き同人らのうち一部をＢ12

職区の応援作業に従事させた。申立人らは、会社がこのように異動

後も応援と称して同人らをＢ12職区の作業に従事させたことは、Ｂ12

職区の業務を縮小する必要がないのに敢えて申立人ら「職場活動家」

を同職区から排除しようとしたことを示すものであり、したがって、

２月１日付異動は専ら申立人らを含む「職場活動家」をＢ３、Ｂ２

両職区に集中させることを目的にして行われたものであると主張す

る。 

  なるほど、同日付でＢ３、Ｂ２職区に異動した申立人ら「職場活

動家」は、同異動の後もＢ12職区の応援作業に従事した。しかし、

右応援作業は就業期間が も短期の申立人Ｘ３の場合は全体で19日

間の作業に過ぎず、 も長く続いた申立人Ｘ４、同Ｘ２の場合でも

それぞれ同年８月10日、21日までには終了しており、申立人ら「職

場活動家」の応援作業終了後も引続きＢ12職区が他職区から応援要

員を受け入れて同作業を行っていたとの疎明はない。このことに、

応援作業者は一定期間に限り断続的にのみ就業したものであること

を併せ考えると、会社主張のとおり、応援作業は既納製品の修理改

造がこの異動時期に集中したことによる一過性の作業であったと認

めることができる。したがって、２月１日付異動は、同職区に特殊

溶接技能を温存継承するために 小限の要員を残した上で、常態と

しての要員は縮小する方針の下に行われたものであるとの会社の主

張を否定するまでには至らず、業務上の必要に基づかないものであ

ったと断定することはできない。 

エ 申立人らは、さらに、会社は２月１日付人事異動のころには、近

い時期にＦ工場の閉鎖を予定していたとみるべきであり、したがっ

て同日付異動は上記方針を前提に申立人ら「職場活動家」を職場か

ら排除することを目的にして行われたものであると主張する。しか

しながら、会社が「中期事業計画のねらいに沿った事業構造転換を

推進していくことが必要である」との見地から、「緊急対策」後の

全社的な組織・人事の見直しを行う方針を具体的に明らかにしたの

は、62年２月27日会社が経営協議会において組合に呈示した「昭和62

年度経営方針」においてであることは前記認定のとおりである（第

１、６、(1)、④および(3)、①）。すなわち会社は、同経営方針に

おいて「来る４月１日を期して組織、人事面の抜本的見直しを行う」
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こととし、４月１日付異動によって、機械鉄構事業本部の新しい組

織体制を確立し、次に、同月中旬、同部管理部より傘下の各事業部

および東京第二工場を含む同事業部直轄の工場に対して中期事業計

画ないし63年度黒字化達成のための具体的計画を提出するよう指示

が発せられ、東京第二工場においては部長連絡会が検討の結果、同

年５月中旬に至り、品質確保と技術指導のための社内管理体制を確

立する前提で製缶溶接作業を全面外作化するとの方針を含む「63年

度黒字化計画」を管理部に提出したものと認められる（第１、６、

(4)、②）。以上の経過に鑑みると、Ｆ工場の閉鎖が同年２月１日付

の人事異動の際には会社の既に確定的な方針となっていたとまでは

認められず、この点に関する申立人主張には左袒できない。 

オ 加えて、前記エに示した東京第二工場製造部における組織・人事

の抜本的見直しの運びは、運産部の再編の経緯とも一致するもので

ある。すなわち、運産部においても「中期事業計画」の趣旨に沿っ

て運搬機械の生産拠点を東京第一工場から横浜第一工場へ移転する

抜本的な組織再編方針が明確化されたのは62年３月の「生産地図委

員会」の答申によってであり、その方針の下に運産部が同部の縮小・

再編の大綱を決定したのは62年４月の全社的人事異動後の同年５月

下旬であり、常務会が工場移転実施時期を10月１日とすることを含

めて 終的に同方針を承認したのは同年６月上旬であった（第１、

７、(2)、①②）。したがって、会社は、東京第二工場製造部におけ

る製缶溶接作業の全面外作化および運産部の工場移転等の、いずれ

も中期事業計画のねらいに沿った事業構造転換のための抜本的経営

改革については、62年４月１日付異動による組織、人事面での見直

しの完了後に具体化し、実施することとしたものと認めることがで

きる。 

カ したがって、62年２月１日付人事異動について、申立人ら「職場

活動家」を職場から排除することを目的として行われたＦ工場閉鎖

と一体のものとして把握すべきだとする申立人らの主張には無理が

ある。 

② 62年４月１日付異動 

  次に、同部における62年４月１日付の異動についてみれば、これは

同年２月27日に明らかにされた「昭和62年度経営方針」に基づいて、63

年度黒字化達成等のための体制作りを目的とした全社的な組織変更・

人事異動の一環として実施されたものである（第１、６、(3)、①）。

製造部は同異動により、工作技術グループ、機械課、歯車課、組立課

の１グループ・３課の体制であったものを、歯車課と機械課を統合し

て１グループ・２課の体制とし、組立課の各職区の中においても従来

より班数もしくは班の要員減を図ることを基調として実施したもので

あり、全体としで特に申立人らを含む「職場活動家」のみを意図的に
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Ｆ工場に残した事実を認めることはできない（第１、６、(3)、②）。

なお、４月１日付異動により、Ｂ12職区は職長ほか14名体制となり２

月１日付異動時より要員増となっているが、右増員は、組立試運転部

門のＢ10職区のＣ11班を職長の業務平準化のためにＢ12職区傘下にし

たものであって、Ｂ12職区の本来の業務について要員増を図ったもの

ではない。 

③ 以上の①および②からすれば、会社がＦ工場を含む東京第二工場回

転機製造部における62年２月１日付および同年４月１日付異動により

申立人ら「職場活動家」を閉鎖予定のＦ工場に集中のうえ、当該部署

を閉鎖・出向発令したとの申立人らの主張は採用できない。 

  なお、申立人らは、Ｆ工場閉鎖時の在籍者19名を東京地区の他工場

へ配転可能な余地があったにもかかわらず、会社は理由もなくこれを

無視して本件出向命令を強行したとも主張している。しかし、「緊急

対策」後、社内において人員に不足がみられたのは航空宇宙事業本部

および東京第一工場艦艇事業本部であったところ、62年５月から７月

にかけて多くの余剰人員を抱えた会社西三地区（愛知・相生・呉）か

ら要員異動が行われ、本件閉鎖時においては既に欠員について補充済

であったと考えられる（第１、６、(4)、①）。また、相生からの異動

予定者のうち32名（東京第一工場への異動予定者24名）の者が62年６

月１日の異動発令以前に退職したが、この後においても迫加補充され

た事実もないところからすれば、この西三地区からの異動予定者のう

ち退職した者24名分が空いているはずであるとの申立人らの主張の根

拠はない。さらに、東京第一工場への異動予定者24名の職種は艤装、

塗装、修理、電気等がほとんどであり、申立人らの大部分は製缶溶接

に従事していたのであるから、この点からも申立人らが相生からの異

動予定者のうち退職した者の代替要員として航空宇宙事業本部および

東京第一工場艦艇事業本部に異動しうる可能性は少ない。 

(3) Ｆ工場申立人らに対する出向命令について 

① 本件出向に伴う不利益について 

  申立人らは本件出向命令が申立人らに様々の著しい不利益（個人的

不利益および組合活動上の不利益）を与えると主張しているので、ま

ず、この点について判断する。 

ア 個人的不利益については、確かに突然出向を命じられた者にとっ

て出向自体多大の負担を伴うことがらである。しかし、会社と組合

との間の「出向取扱いに関する協定」（第１、８、(1)、②）によれ

ば、出向期間中の組合員の処遇について「(1) 出向者は会社従業員

と同様の処遇とし、労働協約・賃金協約・就業規則、その他福利厚

生に関する定めを適用する。ただし、次の事項は原則として出向先

基準を適用する。①就業規律に関する事項②労働時間・休日に関す

る事項③出張旅費に関する事項」と定めていることから、賃金を中
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心とする基本的労働条件については出向後においても変化はなく、

また、労働時間・休日に関する労働条件については出向先基準を適

用するとされているものの、出向先によって完全週休二日制が実施

されていない場合、会社と比較して労働時間が増加する差を時間外

扱いとして賃金が保障されていること（第１、６、(4)、③、オ）（第

１、７、(3)、①、ウ）からすれば、出向先においても会社と比べ

てほぼ遜色のない労働条件が保障されているといえる。さらに、申

立人らが主張する「出向先において長期出張が繰り返され、個人的

生活が破壊される」との点についても、その出張期間は概ね10日か

ら長くても２か月、回数は年５回程度（第１、６、(4)、③、オ）

というものであって、確かに同一の事業所に長年にわたって勤務を

続けてきた申立人らにとって労働環境の激変を意味するものである

ことは否定できないが、これとて、特に申立人らに特有のものでな

く、その時点で職場を離れて状況の異なる関係会社へ出向を命じら

れた会社従業員全てに共通した生活上の影響であり通常の出向に伴

う不利益の域を出た著しい不利益とまでは認められない。申立人ら

が会社による意向打診の際に本人事情について詳細に説明すること

を疎かにしたのも、こうした事情によるものと考えられる。 

  各人の個人的事情についてみるならば、Ｘ２は「子供の教育で今

が一番大事であり、妻が貧血で身体が弱いので出張のない職場で働

きたい」、Ｘ３は「共働きなので出張は困る。妻が低血圧で子供が

小児喘息だ」、Ｘ４は「共働きだ。自分は地域の役員をやっている。

妻は糖尿病だ」（第１、６、(5)、②イウエ）、Ｘ８は「家族が益々

バラバラになる」、Ｘ７は「子供がアレルギーで週１回病院通いし

ている。そのための特別の食品の買い出しが必要だ。共働きなので、

保育園の迎えや食事の世話の負担もある」、Ｘ９は「今までクレー

ン職一本でやってきたので部品管理の仕事はできない」（第１、６、

(5)、③イウエ）等を主張している。しかし、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４お

よびＸ７らの主張する上記疾病などについては、それ自体として考

慮に値する事情であることは認められるが、そのために同人らが医

師の診断書を提示し治療ないし療養の経過を会社に詳細に明らかに

して理解を求めたとは認められず、また、Ｘ４およびＸ７の妻の共

働きから生じる事情については、個人の生活に多かれ少なかれ必然

的に生じることを避け得ない程度のものであって、総じて、上記申

立人らが主張する個人的事情は、出向に決して応じることができな

い事情とまでは認めることができない。 

  なお、申立人Ｘ９の出向先ＩＨＳにおける業務は部品管理であり

出張は予定されていなかったが（第１、６、(5)、③、エ）、同人は、

不利益な職種転換であることを不服として異議を留めた形で出向先

に赴いたのであった。しかし、これは、むしろ腰痛を訴えていた同
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人のために配慮した故の職種転換とも考えられ、また、将来、クレ

ーン職への復帰の可能性もないとはいえないのであって、この場合

の職種転換が必ずしも同人にとって不利益なものと決めつけること

はできない。 

イ 組合活動上の不利益については、確かに、従来、申立人ら「職場

活動家」が集団として行ってきた会社門前等におけるビラ配布、各

種組合役員選挙における立候補や候補者支援活動等々に関してかな

り影響があろうことは否定できない。しかし、前記認定（第１、６、

(4)、③、カ）のように、出向命令に応じても東京支部組合員とし

ての地位は残り組合活動を行う余地が全く閉ざされたわけでもない

こと、選拳権の行使は不在者投票として位置づけられ、他方、立候

補者の選挙活動も保障されていること等の事実が認められることか

らすれば、申立人らが出向命令に応じることによって被る組合活動

上の不利益は結果として大きなものとはいえない。なお、中労委で

係属中の別件賃金差別事件や東京地裁で係属中の配転命令無効確認

訴訟等への傍聴参加については、出張の多い職場となれば多少の困

難を生ずることもあろうが、これまた、通常の出向に伴う不利益の

域を出た著しい不利益とまでは認め難い。 

  以上アおよびイからすれば、本件出向命令に伴う不利益は、申立人

主張のような全体として社会通念上受忍し難い著しい不利益とまでは

いえない。 

② 人選の妥当性について 

  次に、本件62年９月１日付出向命令についてその人選の妥当性を検

討する。 

ア 申立人らは、会社が申立人ら「職場活動家」の組合活動を嫌悪し

て、円高不況を理由とした大合理化計画の実施を口実として申立人

らを社内から放逐し、あるいは申立人ら「職場活動家」の労働組合

活動上の影響力を弱めるために、一般労働者との接点を断ち切る狙

いをもって本件出向命令を発したと主張する。 

  確かに、前記認定の会社における労使関係の全経過からすれば、

そして、Ｆ工場閉鎖に伴う異動対象者のうち、関係会社へ出向発令

された者が14名であり、この14名中に申立人９名が含まれており、

且つ製缶溶接作業全面外作化のための管理要員として社内に残留し

た５名の中に申立人ら「職場活動家」がひとりも含まれていないこ

とのみを捉えれば、申立人らが本件62年９月１日付出向命令を「職

場活動家」の組合活動を嫌悪する故に申立人ら「職場活動家」をす

べて社外に放逐することを目的としたものでないかとの不信感を抱

いたことには無理からぬ面がないとはいえない。 

イ しかしながら、製缶溶接作業の全面外作化に伴う技能指導および

品質管理のための要員として東京第二工場に残留した５名について
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は、現場的な諸データー、技術、工程等の総活する継承者としてＢ

２職長、全般的な技術・技能の指導者としてＣ７班長、具体的な製

缶溶接の実作業ができる技能者としてＴＩ、現図を含めた製缶組立

の実作業ができる技能者としてＩＭ、管理的資質を有する要員とし

てＳＮをそれぞれ適格者として人選したとの理由（第１、６、(4)、

②）は、一応合理的且つ納得的なものである。そして、本件Ｆ工場

閉鎖時（62年９月１日）のように非常に限定された人数の組織しか

残せない場合、その要員に対して極めて幅広い能力を要求したとし

てもあながち不自然とはいえず、また、申立人ら９名が上記管理要

員として人選された５名を上回る能力を有するとの具体的疎明もな

い。 

ウ さらに、申立人らが「職場活動家」を狙い撃ちした異動であると

主張している関係会社への出向を命じられた者14名の中には、申立

人ら「職場活動家」10名の他に４名の「職場活動家」ではない従業

員が含まれていたことは前記認定（第１、６、(4)、②）のとおり

である。 

エ 以上ア、イおよびウからすれば、Ｆ工場閉鎖とそれに伴う出向命

令が申立人ら「職場活動家」を職場から排除するために仕組まれた

ものだという主張の信憑性は甚だ薄弱なものであって、出向発令さ

れた14名および社内に配転発令された５名の人選は妥当に行われた

と判断せざるをえない。 

③ 意向打診手続きについて 

  また、申立人らは、本件出向手続が会社と組合との出向に関する協

定第４条第２号「会社は組合員に出向を命ずるときは、該当者の事情

を充分尊重して行う」との定めに違反する不当なものであったと主張

するが、会社の申立人らに対する説得の過程（少なくとも62年８月31

日まで）をみれば、会社はそれなりに申立人当人の個人的事情も含め

て納得を得るべく努力していることが認められる（第１、６、(5)、

②～④）。 

  たとえば、前記認定（第１、６、(5)、②、オ）でみたように、Ｘ５

に対する意向打診の経過の中でＢ３職長が本人事情について問い質し

ているのに対し、62年８月７日から同月18日までＸ５は「会社は一方

的に閉鎖する理由は何もない。19名分位の仕事はどうにでもなるはず

だ」とか「出向はあくまで本人の同意が必要だ。裁判をやってでも争

う」とか述べるのみでいわゆる本人事情に該当するような事柄につい

ては一切言及しなかった。同月24日、同人の所属長であるＢ13課長が

同人に対してＩＰＣ出向について内示を行った際にも、同人は、工場

閉鎖が一方的すぎること、出向者のうち５名が２月にＭ工場からＦ工

場へ移されたばかりであることからすれば会社が計画的に仕組んだ疑

いがあること等の申立人ら「職場活動家」としての事実評価を述べる
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のに急であり、本人事情としてはわずかに「今一番子供に手がかかる

時である」とのみ述べたにすぎない。そして、同月27日、Ｂ13課長が

同人と面談した際、同人が「自分の息子は現在特別の保護が必要な状

況にあり、父親がそばにいてやることが必要なので出張の多いＩＰＣ

出向に応じることはできない」旨述べたことに対し、同課長はこの件

について調査したうえ種々の助言を行うなどの措置を講じているので

ある。要するに、同人は意向打診の冒頭では、会社の出向政策に対す

る反対の態度表明を繰り返すのみであり、自身がどうしても出向命令

に応じられない個人的事情を具体的に述べたのは意向打診が全体的に

進行してから後のことである。そして他の申立人らに対する意向打診

も多少の違いがあるにせよほぼ同様の経過を辿ったことが認められる。 

  上記Ｘ５と若干異なり、当初の段階から個人的事情について申し述

べたのはＸ２、Ｘ３およびＸ４の３名である。しかし、Ｘ２の本人事

情とは「子供の教育で今が一番大事である」とか「妻が貧血で身体が

弱く心配だ」とか比較的一般的な事情に過ぎないものであったし（第

１、６、(5)、②、イ）、Ｘ３の場合はこれらに加えて「監督員の仕事

ができるか心配だ」とか「下の子が小児喘息で季節の変り目に咳き込

む」旨述べたに過ぎない（第１、６、(5)、②、ウ）。Ｘ４の場合も当

初２回の面談において「会社は我々労働者を何だと思っているんだ。

なしくずし的に人を減らしてきて余りにも勝手だ。徹底的にやる」と

か「会社は意図的にＦ工場閉鎖を打ち出してきた。２月の課内編成で

Ｆに我々を集めるということをしている。出向は本人の同意がなけれ

ばだめなはずである。組合は会社の代弁をしている」とか述べるのみ

であったが、３回目の面談において初めて「共働きだ。女房は糖尿病

だ。私は地域で役員をしている」等の理由を挙げたのであった（第１、

６、(5)、②、エ）。 

  以上のように、会社は、総じてどの申立人に対しても面談の回数と

いう面で相当の機会をもち、また、面談の内容という面では「特別の

保護の必要性」については特別に調査するなどして本人の納得を得る

べく努力を重ねていたことが認められる。 

  これに対して申立人らの面談における態度は、出向に応じられない

個人的な事情を縷々説明して何とか会社の理解を得ようする態度とい

うより、むしろ真先に述べたことは会社のＦ工場閉鎖・出向方針に対

する申立人ら「職場活動家」としての強硬な反対意見であった。元来、

被申立人会社における出向・配転に際しての意向打診は、就業規則お

よび労働協約に特に定めもなく慣行的に行われてきたのであり、意向

打診の中で会社が日頃把握していなかった事情が判明し、そのことが

社会通念上出向・配転に応じることを特に困難にすると判断される場

合にのみ発令の見直しを検討するという性格のものであり、加えて、

現実に発令が取り止めになった事例も非常に少ないことも併せ考えれ
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ば（第１、８、(２)、①）、申立人らが、真実、出向に応じられない

事情を抱え是非これが撤回ないし延期されることを切望する事情を、

真先に正確に話すべきである。しかしながら、上記意向打診の手続に

おける申立人らの言動の全体からすれば、出向に応じられないとする

主たる理由は、反合理化闘争の立場に立ってＦ工場の閉鎖・出向に対

して断固反対するとの意志を表明することにあって、申立人らが種々

挙げる個人的な生活上の事情はむしろ付随的理由に過ぎないとの確信

を抱かしめるような不誠実な対応に終始したのであるから、会社が個

人的な理由で出向できない申立人はひとりとしていないと判断したの

は無理からぬことである。したがって、出向発令手続が協約違反にも

当たる不当なものであったとの申立人主張は採用できない。 

④ 以上①～③からみれば、Ｆ工場における本件出向命令は、会社が業

務上の必要に基づいて、妥当な人選によって発せられたものであって、

申立人主張のように申立人らの組合活動を嫌悪し、同人らを社内から

放逐することを意図した不当労働行為とは認められない。 

⑤ 本件出向命令の更新について 

  申立人らは、会社が平成元年７月１日および３年７月１日本件出向

命令を更新したことについても不当労働行為であると主張している。

会社が申立人らにした本件出向命令が不当労働行為に該当しないこと

は既に判断したとおりである。したがって、本件出向命令の更新につ

いても、他に特段の事情のない限り不当労働行為には該当しないとい

うべきである。そして、申立人らに対する本件出向命令の更新が、会

社と組合が締結している「出向取扱いに関する協定」に定める規定（第

１、８、(1)、②）、その他会社が従業員に対し出向命令を更新する際

の慣行的取扱いに違反して行われたとする事実はなく、その他申立人

らが出向中の他の会社従業員より格別不利益な取扱いを受けたとする

特段の事情も認められない。したがって、本件出向命令の更新を不当

労働行為であるとする申立人らの主張も理由がない。 

(4) 運産部申立人らに対する出向命令について 

① 本件出向に伴う不利益について 

  運産部における本件62年10月１日付出向命令の不利益性について申

立人らが主張するところはＦ工場における出向命令の場合と同様であ

るが、前記判断と同様に、本件出向命令に伴う不利益は、通常の出向

に伴う不利益の域を出ず、申立人らに対し特別の不利益を与えるもの

とはいえない。 

② 人選の妥当性について 

ア 申立人らは、会社が申立人ら「職場活動家」の組合活動を嫌悪し

て、円高不況を理由とした大合理化計画の実施を口実として申立人

らを社内から放逐し、あるいは申立人ら「職場活動家」の労働組合

活動上の影響力を弱めるために、一般労働者との接点を断ち切る狙
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いをもって本件出向命令を発したと主張する。確かに被申立人会社

における労使関係全体を斟酌すれば、本件62年10月１日付出向命令

は、申立人ら「職場活動家」の行う組合活動を会社が嫌悪した故の

動機からなされたものと疑念を抱いていたこと自体無理からぬ面が

ないとはいえない。 

イ しかし、運産部の縮小・再編に伴う異動対象者は98名、そのうち、

横浜第一工場へ28名、運搬機械事業部エンジニアリング部門13名、

同部管理部８名および関係会社出向が49名と決定したのであって、

運産部の多くの従業員（特に工場課従業員）はその縮小・再編に伴

って東京第一工場から転出することになったことは前記認定（第１、

７、(2)、②）のとおりである。さらに、関係会社に出向を命じら

れた49名のうち「職場活動家」以外の従業員の方がむしろ多数であ

ったことからしても、本件出向命令が申立人ら「職場活動家」のみ

を対象としたものでないことは明白である。 

ウ また、運搬機械事業部エンジニアリング部門の要員として残留す

る13名の内訳は、機能維持要員10名および部門強化要員３名となっ

ている（第１、７、(2)、③）。前者については従来の担当者をその

まま異動させたことが認められるので、実質的には部門強化要員３

名の人選理由のみが問題となるが、総じて外作先に対する製作指導

の経験あるいは能力の有無を基準に人選しており（第１、７、(2)、

③）、将来的に運産部が外作への比重を高める方針を採ることを予

定していることからすれば、この人選は妥当なものと思料される。 

  となれば、運産部における残留要員の人選が不当なものであると

の申立人主張は採用できない。 

エ 他方、Ｘ10について同人をＪＳＰ出向要員として人選した理由、

同人を横浜第一工場およびエンジニアリング部門要員として人選し

なかった理由（第１、７、(3)、②、ア）としてＢ４職長およびＢ17

課長が述べた「横浜第一工場要員として人選されなかったのは、運

産部の縮小・再編において機械加工は外作化するとの方針が決めら

れており、機械加工職自体が横浜への異動対象になっていなかった」、

「エンジニアリング部門に人選されなかったのは、エンジニアリン

グ部門における業務が外作先での製作・技術指導であるので、入社

以来旋盤工として勤務し、技術指導の経験が皆無であった同人に比

べ他に適任者が多数存在したからである」、「ＪＳＰで予定されてい

た業務内容が立体駐車場の保守点検であり、機械または電気の技術

を必要とし、機械加工職であった同人を人選した。しかも、以前、

同じ機械加工職からＪＳＰのサービスエンジニアに出向した者が現

在も勤務中である」等の理由は充分納得できるものである。さらに、

労働条件の低下についての同人からの疑問に対しては「労働時間の

差については時間外扱いとして賃金を支給しており、できるだけ出
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向によって労働条件に差が生じないよう配慮している」と答えてお

り、出向に伴う不利益性の除去についても十分配慮していることが

窺われる。 

オ 以上Ｘ10について会社が主張するところは、Ｘ11について同人を

「YK出向要員として人選した理由、同人を横浜第一工場およびエン

ジニアリング部門要員として人選しなかった理由（第１、７、(3)、

②、イ）についても同様のことがいえる。特に同人の場合、会社が

同人をＩＹＫに人選する理由として挙げた「ＩＹＫにおける予定業

務である各種コンベアの現地据付工事の工事監督員の仕事には（同

人の職種である）鉄工仕上が も技術を活かせる職種である」旨は

充分納得できるものであり、むしろ「（同人は）図面の読解力もあ

り、対人折衝能力の面でもコンベアの現地据付工事の工事監督員に

適任である」と説明しているところからすれば、同人の能力を高く

評価しての積極的な人選とさえ判断できる。 

③ 意向打診手続について 

  次に、本件出向命令が会社と組合との出向に関する協定第４条第２

号「会社は組合員に出向を命ずるときは、該当者の事情を十分尊重し

て行う」との定めに違反する不当なものであると申立人は主張するが、

会社の申立人ら２名に対する説得の全過程をみれば、会社は申立人当

人の個人的事情も含めて納得を得るべく努力していることが認められ

るのであって（第１、７、(3)、②）、申立人主張を直ちには採用する

ことはできない。 

④ 以上①～③からみれば、運産部における本件出向命令は、会社が業

務上の必要に基づいて妥当な人選により発せられたものであって、申

立人らの組合活動を嫌悪し、同人らを社内から放逐することを意図し

た不当労働行為とまでは認められない。 

⑤ 本件出向命令の更新について 

  申立人らは、会社が平成元年７月１日および３年７月１日本件出向

命令を更新したことについても不当労働行為であると主張している。

しかしながら、右更新が不当労働行為に該当しないことはＦ工場の申

立人らについてした判断（第２、２、(3)、⑤）と同様である。 

(5) 出向を拒否した５名に対する懲戒解雇処分について 

① 本件出向命令自体は不当労働行為に当たらないことは前記判断のと

おりであるが、このことが、出向を拒否した申立人Ｘ１、同Ｘ２、同

Ｘ３、同Ｘ４および同Ｘ５の５名に対する懲戒解雇処分を当然に正当

化するものではないことはいうまでもない。 

  よって、次に、出向を拒否した５名に対する懲戒解雇処分について

判断する。 

② 前記認定（第１、８、(3)、②）のとおり、会社の就業規則第70条に

よれば、会社は懲戒解雇する従業員には労基法第20条所定の解雇予告
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の利益を与えないものとし、また、会社賃金規定第46条では「懲戒解

雇されたときは、退職金を支給しない。ただし、情状により特に『自

己都合による退職金』の５割を限度として支給することがある」と定

めている。本件懲戒解雇された申立人らが退職金を受領したとの事実

も認められないこと（第１、８、(3)、②）からみれば、会社は、申

立人らを懲戒解雇の中でも一切の「情状」も認められない非違性の一

層重大な場合について適用されるべき懲戒解雇処分に付したものとい

うことができる。 

③ 会社就業規則第75条に挙げられている懲戒解雇事由（第１、８、(3)、

①）によれば、申立人らの行為は「(2)異動または出向・派遣を命ぜ

られた者が正当な理由なくこれを拒んだとき」に一応は該当する。し

かしながら、申立人らに適用された本件懲戒解雇処分は、前記②に見

たように労働者に対し特段に苛酷な不利益を与えるものであるから、

申立人らの出向拒否が形式的に懲戒解雇事由に該当するだけでは足り

ず、同人らに右のような不利益を課すこともやむを得ないと認められ

る程度に重大な企業秩序違反行為が実質的に存在する場合でなければ

ならないと解される。 

  なお、過去に会社において出向命令を拒み続けた結果、懲戒解雇さ

れたとの前例が存在したとの疎明はない。 

④ ところで、会社が申立人らにした本件出向命令は、東京第二工場内

Ｆ工場の閉鎖に伴い行われたものであるが、右閉鎖は、会社が62年２

月27日経営協議会で「昭和62年度経営方針」として組合に呈示した「中

期事業計画のねらいに沿った事業構造転換」の方針を具体化する措置

として、その後（62年４月１日付人事異動後）の経営改革の過程で決

定されたものであることは、前記認定（第１、６、(4)、②）のとお

りである。すなわち、会社は61年11月から12月にかけて「緊急対策」

を実施し大量の人員削減をした後も、さらに事業構造転換のための経

営改革を続行することとし、その一環として製缶溶接作業の全面外作

化に踏み切り、右作業部門で就業していた申立人らを出向させること

にしたものである。 

  したがって、本件出向命令は、会社も主張しているように、事業の

縮小・再編に伴い生じた余剰人員について雇用の確保を図りつつ会社

の苦境を打開しようとして発せられたものであり、それは解雇回避措

置の性格をもつものであった。したがって、会社は、本件出向命令に

従うことを肯んじない労働者に対しては、他に解雇回避措置を適用す

る余地もないことが明らかになった段階において、 終的には、やむ

を得ず生じた余剰人員としていわゆる整理解雇（通常解雇）の対象と

することが許される場合があり得る。しかしながら、会社が事業の縮

小・再編に伴う余剰人員の解雇回避措置である出向命令に従わないこ

とを企業秩序違反の非違行為と同列に評価し申立人らを懲戒解雇した
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ことは、いわば整理懲戒解雇ともいうべき極めて異例の措置というこ

とができ、事業の縮小・再編目的を達成する手段としてはそれ自体合

理性に乏しいといわなければならない。 

  加えて、申立人らが本件出向命令を拒否したことにより、出向受入

先企業の業務にどの程度の支障を与えたかについては何らの疎明はな

い。 

ア 会社は、62年９月７日申立人ら５名に対し出向拒否の意思の 終

確認を行い、同日直ちに、Ｂ14勤労課長は就業規則第72条に基づき

懲戒解雇処分を前提とした就業禁止を命じ、懲戒解雇を決定するた

めの手続を進めた（第１、６、(6)、③）。そして、同月１日の出向

発令後も同月７日までの間５名全員に対して４回にわたる面談を行

ってはいるものの、懲戒解雇手続の開始決定まで出向発令からわず

か６日間しか経過していないこと、また、面談の内容についても従

来の繰返しに過ぎず（第１、６、(6)、③、アイウエオ）、申立人ら

に別の出向先を提示して意向打診を試みることもしないまま、従業

員たる地位を 終的に絶つ重大な処分を課したことは、採るベき手

続としてはあまりにも形式的に過ぎる。 

イ また、申立人らは、同年８月31日付で「本件審査が終了するまで

の間、本件申立人９名に対する昭和62年９月１日付出向命令の実施

を留保し、また同命令に従わないことを理由として申立人ら９名に

解雇等の不利益処分を課してはならない」との審査の実効確保の措

置申立てを行っていたが（第１、６、(6)、②）、会社は、同年９月22

日をこの実効確保申立てに関する第１回調査期日として同意してい

たにも拘わらず、予定された調査期日を待たずに性急に懲戒解雇処

分の手続を進め、９月14日付をもって 終的に申立人５名を懲戒解

雇処分に付することにした。このことは、当委員会における審査手

続の違行状況をことさらに無視ないし軽視するものであって、懲戒

解雇を決定した全経過の性急性を示し、いかにも不自然といわざる

を得ない。 

⑥ 会社は、従来から組合内の対立状況のなかで申立人ら「職場活動家」

の前身集団たる「はぐくみ会系集団」の活動を認識し、これらの活動

を嫌悪していたこと、さらに、会社は「第一次オイルショック」以降

の時期（51年度～55年度）に申立人Ｘ１および同Ｘ10を含む集団（こ

の集団はその活動等からみて、会社内において本件申立人ら「職場活

動家」と同一の主張・行動を採っていたことが認められる。）につい

て同人らの組合活動を理由に賃金差別していること（第１、２、(4)、

②）、構造不況の影響を打開するために会社が講じた様々の経営合理

化対策、すなわち、全社的な希望退職の募集、東京における鋳造部門

の閉鎖、他会社からの派遣要請等に対して、申立人らを含む「職場活

動家」らが激しい反対運動を展開し、59年のＦ工場および61年の運産
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部における「職場活動家」に対する配転命令に対しては訴訟を提起す

るなどして強く抵抗したこと（第１、４、(1)～(4)）、60年代の円高

傾向による造船業の不振に対応した会社の経営合理化のための諸施策、

とりわけ「緊急対策」に対して申立人らを含む「職場活動家」らが折

からの組合役員の選挙運動の中で従業員に訴えるなどして激しく抵抗

したこと（第１、５、(2)）等の前記認定した労使関係の全経過をみ

るならば、申立人Ｘ１、同Ｘ２、同Ｘ３、同Ｘ４および同Ｘ５の５名

が業務命令としての出向命令を断固として拒否したことをもって、会

社が一連の反合理化運動の一環として捉え、これに強く反発し嫌悪し

たことを推認するに難くない。 

⑦ 以上②～⑥を総合勘案すれば、本件懲戒解雇処分は、申立人Ｘ１、

同Ｘ２、同Ｘ３、同Ｘ４および同Ｘ５の５名が行った出向拒否の意思

表示を、会社が申立人らを含む「職場活動家」が行ってきた一連の反

合理化を目的とした抵抗の も強い運動形態であると強く反発・嫌悪

し、これに対する報復として申立人らを会社外に放逐する意図でなし

た不当労働行為と判断せざるをえない。 

３ 救済の方法について 

  申立人らは、当委員会に本件62年９月１日付および同年10月１日付各出

向命令、同年９月７日付就業禁止処分および同月14日付懲戒解雇処分の撤

回、原職復帰、バックペイ等を求めている。このうち、前記のとおり不当

労働行為と判断される本件就業禁止処分および懲戒解雇処分についてはこ

れがなかったものとして取り扱い、バックペイは懲戒解雇の日の翌日以降、

申立人Ｘ１、同Ｘ２、同Ｘ３、同Ｘ４および同Ｘ５らが原職相当職に復帰

するまでの間受けるはずであった賃金相当額とする。また、申立人らは原

職復帰を求めているが、同人らが所属していたＦ工場は既に閉鎖されてい

るのであるから救済の程度としては主文をもって足りると考える。 

第３ 法律上の根拠 

  以上の次第であるから、会社が62年９月７日付で本件申立人Ｘ１、同Ｘ２、

同Ｘ３、同Ｘ４および同Ｘ５を就業禁止処分したことおよび同月14日付で同

人らを懲戒解雇処分したことは、いずれも労働組合法第７条第１号および同

条第３号に該当するが、会社が62年９月１日付で本件申立人Ｘ１、同Ｘ２、

同Ｘ３、同Ｘ４、同Ｘ５、同Ｘ６、同Ｘ７、同Ｘ８および同Ｘ９を関係会社

に出向発令したこと、元年７月１日付で同Ｘ６、同Ｘ７および同Ｘ８に対し

て出向発令を更新したこと、３年７月１日付で同Ｘ６および同Ｘ７に対して

再度出向発令を更新したこと、62年10月１日付で本件申立人Ｘ10および同Ｘ11

を関係会社に出向発令したこと、元年７月１日付で同Ｘ10および同Ｘ11に対

して出向発令を更新したこと、３年７月１日付で同Ｘ10および同Ｘ11に対し

て再度出向発令を更新したことは、いずれも労働組合法第７条第１号および

同条第３号に該当しない。 

  よって、労働組合法第27条および労働委員会規則第43条を適用して、主文
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のとおり命令する。 

 

 平成６年11月１日 

     東京都地方労働委員会 

      会長代理 瀬元美知男 

（別表 略） 

 


